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業務規程の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

 
（売買単位） 

第１５条  売買単位は、次の各号に掲げる有価証

券の区分に従い、当該各号に定めるところによ

る。 

（１） 株券（優先出資証券を除く。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ 株券（優先株を除く。）は、商法第２２

１条第１項の規定に基づき上場会社（本

所の上場株券の発行者をいう。以下同

じ。）が１単元の株式の数を定めている

ときは、当該１単元の株式の数とし、定

めていないときは１株とする。ただし、

本所が特に指定した銘柄については､本

所が定めるところによる。 

 

ｂ 優先株は､普通株と同一とする。 

 

（２）～（６）（略） 

 

 

付  則 

この改正規定は、平成１３年１０月１日から施

行する。ただし、改正後の第１５条第１号ａただ

し書の規定は、平成１４年４月１日から施行する 

 

 

（売買単位） 

第１５条  売買単位は、次の各号に掲げる有価証

券の区分に従い、当該各号に定めるところによ

る。 

（１）株券（優先出資証券を除く。）は、商法

等の一部を改正する法律（昭和５６年法律

第７４号）附則第１６条第１項の規定に基

づき上場会社（本所の上場株券の発行者を

いう。以下同じ。）が定めた１単位の株式

の数とする。ただし、単位株制度の適用を

受けない上場会社の発行する株券は、１株

とする。 

 

  （新設） 
 

 

 

 

 

 

 

 

  （新設） 

 

 （２）～（６）（略） 
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有価証券上場規程の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

（新規上場申請手続） 
第３条  新規上場申請者（本所に有価証券が上場
されていない発行者が、有価証券の上場を申請

する場合の当該発行者をいう。以下同じ。）は、

次の各号に掲げる事項を記載した本所所定の有

価証券上場申請書を提出するものとする。 
（１） （略） 
（２） 上場申請に係る有価証券の銘柄、記名・

無記名の別、種類、発行数、額面金額がある

場合にはその金額、資本組入額及び単元株制

度を採用する場合には１単元の株式の数（商

法（明治３２年法律第４８号）第２２１条第

１項の規定に基づき会社が定めている１単元

の株式の数をいう。以下同じ。）。 
（３） 新規上場申請者が発行者である上場申

請に係る有価証券以外の有価証券（法第２条

第１項第１０号の３に掲げる有価証券（以下

「預託証券」という。）を除く。）の銘柄、

記名・無記名の別、種類、発行数、額面金額

がある場合にはその金額、資本組入額及び単

元株制度を採用する場合には１単元の株式の

数 

（４）～（６） （略） 
２  前項に規定する有価証券上場申請書には、次
の各号に掲げる書類を添付するものとする。 
（１）～（５） （略） 

（６） 上場申請日の属する事業年度の初日以

後に、自己株式取得決議（自己株式の取得に

係る商法第２１０条第１項又は第２１１条の

３第１項の規定による決議をいう。）、自己

株式処分等決議（自己株式の処分に係る商法

第２１１条第１項の規定による決議又は自己

株式の移転に係る商法第３５６条、第３７４

（新規上場申請手続） 
第３条  新規上場申請者（本所に有価証券が上場
されていない発行者が、有価証券の上場を申請

する場合の当該発行者をいう。以下同じ。）は、

次の各号に掲げる事項を記載した本所所定の有

価証券上場申請書を提出するものとする。 
  （１）  （略） 
（２） 上場申請に係る有価証券の銘柄、記名・

無記名の別、種類、額面・無額面の別、発行

数、額面金額及び資本組入額 
 
 
 
 
（３） 新規上場申請者が発行者である上場申

請に係る有価証券以外の有価証券（法第２条

第１項第１０号の３に掲げる有価証券（以下

「預託証券」という。）を除く。）の銘柄、

記名・無記名の別、種類、額面・無額面の別、

発行数、額面金額及び資本組入額 

 
 
（４）～（６） （略） 
２  前項に規定する有価証券上場申請書には、次
の各号に掲げる書類を添付するものとする。 
（１）～（５）  （略） 
（６） 上場申請日の直前の決算期に関する定

時株主総会において商法（明治３２年法律第

４８号）第２１２条の２第１項の規定による

決議があった場合又は当該定時株主総会後に

株式の消却の手続に関する商法の特例に関す

る法律（平成９年法律第５５号）（以下「株

式の消却に関する商法の特例法」という。）



 

- 3 - 

条の１９若しくは第４０９条の２の規定によ

り自己株式の移転を行う場合における商法第

３５３条第１項、第３７４条の１７第１項若

しくは第４０８条第１項の規定による決議を

いう。）又は自己株式消却決議（自己株式の

消却に係る商法第２１２条第１項の規定によ

る決議をいう。）を行った場合には、その議

事録の写し 
ただし、Ｑ－Ｂｏａｒｄへの上場を申請す

る新規上場申請者（以下「Ｑ－Ｂｏａｒｄへ

の新規上場申請者」という。）は、添付を要

しない。 
（７）・（８）  （略） 
（８）の２  新規上場申請者が、上場後におい
て、上場有価証券の発行者の会社情報の適時

開示等に関する規則第１条の２第１項に規定

する投資単位の引下げに努める旨を確約した

書面 
（９）  （略） 
３～１２  （略） 
 

（新株券等の上場申請手続） 

第９条  本所の上場有価証券の発行者が発行者で

ある有価証券で本所が上場していないものの上

場を申請する場合には、当該発行者は、次の各

号に掲げる事項を記載した本所所定の有価証券

上場申請書を提出するものとする。 

（１） 上場申請に係る有価証券の銘柄、記名・

無記名の別、種類、発行数、額面金額がある

場合にはその金額、資本組入額及び単元株制

度を採用する場合には１単元の株式の数 

（２）・（３） （略） 

 ２  （略） 

 

（上場有価証券の変更上場申請手続） 

第１１条  上場有価証券の発行者が、当該上場有

第３条第１項の規定による取締役会の決議

（同条第４項に規定する事項に係るものに限

る。）があった場合には、その議事録の写し 
ただし、Ｑ－Ｂｏａｒｄへの上場を申請す

る新規上場申請者（以下「Ｑ－Ｂｏａｒｄへ

の新規上場申請者」という。）は、添付を要

しない。 
 
 
 
 
 
（７）・（８）  （略） 
（新設） 
 
 
 
 
（９）  （略） 
３～１２  （略） 
 

（新株券等の上場申請手続） 

第９条  本所の上場有価証券の発行者が発行者で

ある有価証券で本所が上場していないものの上

場を申請する場合には、当該発行者は、次の各号

に掲げる事項を記載した本所所定の有価証券上

場申請書を提出するものとする。 

（１） 上場申請に係る有価証券の銘柄、記名・

無記名の別、種類、額面・無額面の別、発行

数、額面金額及び資本組入額 

 

（２）・（３） （略） 

２  （略） 

 

（上場有価証券の変更上場申請手続） 

第１１条  上場有価証券の発行者が、当該上場有
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価証券の銘柄、数量、種類、額面金額がある場合

にはその金額及び単元株制度を採用する場合に

は１単元の株式の数等を変更しようとするとき

は、本所所定の有価証券変更上場申請書を提出す

るものとする。 

２  （略） 

 

価証券の銘柄、数量、種類及び額面金額等を変更

しようとするときは、本所所定の有価証券変更上

場申請書を提出するものとする。 

 

 

２  （略） 

 
付    則 

（施行期日） 

第１条  この改正規定は、平成１３年１０月１日

から施行する。 

 

（自己株式に係る経過措置） 

第２条  改正後の第３条第２項の規定にかかわら

ず、商法等の一部を改正する等の法律（平成１

３年法律第７９号）附則第２条又は第２４条の

規定においてなお従前の例によるとされた自己

株式に係る決議については、なお従前の例によ

り取り扱うものとする。 

 
（上場手数料に係る経過措置） 
第３条 改正後の有価証券上場規程別表第１（上

場手数料）１の規定にかかわらず、この改正規

定施行の日以後に、新規上場申請者の上場申請

した株券の上場（Ｑ－Ｂｏａｒｄへの上場を除

く。）がなされる場合における上場手数料は、

当分の間、次の各号に掲げる区分に従い、当該

各号に定める金額とする。 
（１） この改正規定施行の日前に上場申請さ

れた株券の上場 
 ［定額］  ３００万円 
ただし、上場申請日の属する事業年度の末

日以前１０年間に１株を１．５株以上に分割

する株式分割（同時に旧商法上の１単位の株

式の数（商法等改正法による改正前の商法等

の一部を改正する法律（昭和５６年法律第７
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４号）附則第１６条第１項の規定に基づき会

社が定めた１単位の株式の数をいう。以下こ

の規程において同じ。）又は１単元の株式の

数の多い数への変更を行っている場合には、

実質的に１株が１．５株以上に分割されたと

認められるものに限る。以下この規程におい

て同じ。）又は旧商法上の１単位の株式の数

又は１単元の株式の数の２分の１以下への変

更を行っている場合には１５０万円とする。 
 ［定率］ 
上場株式数について 
１株につき １銭２厘（この改正規定施行

の日の前日における旧商法上の１単位の株式

の数又は１単元の株式の数が１，０００株以

外の場合には、１２円を当該１単位の株式の

数又は１単元の株式の数で除して得た額、こ

の改正規定施行の日の前日において商法等改

正法による改正前の単位株制度の適用を受け

ていなかった場合には、１２円） 
ただし、上場申請日の属する事業年度の末

日以前１０年間に１株を１．５株以上に分割

する株式分割又は旧商法上の１単位の株式の

数若しくは１単元の株式の数の２分の１以下

への変更を行っている場合には、本文の規定

により算出した金額の半額とする。 
（２） この改正規定施行の日以後に上場申請

された株券の上場 
 ［定額］  ３００万円 
 ［定率］ 
上場日における上場株式数を次の算式によ

り調整した株式数（以下「投資単位調整後上

場株式数」という。）について 
１単位につき  １２円 

 
 
 

｢上場日の投資単位｣ 
５０万円  

｢投資単位調整後上場株式数｣ 

＝ ｢上場株式数｣ ×  
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算式中「上場日の投資単位」は上場日の本

所における最終価格を用いて計算する。ただ

し、上場日において売買が成立しない場合に

は、上場日後最初に売買立会が成立した日の

最終価格とする。 
２ 改正後の有価証券上場規程別表第１（上場手

数料）１の規定にかかわらず、この改正規定施

行の日以後に、新規上場申請者の上場申請した

株券のＱ－Ｂｏａｒｄへの上場がなされる場合

における上場手数料は、当分の間、３０万円と

する。 
３ 改正後の有価証券上場規程別表第１（上場手

数料）１の規定にかかわらず、第１項第２号に

掲げる上場に係る上場手数料の納入期は、当分

の間、上場日の翌営業日（上場日において売買

が成立しない場合には、上場日後最初に売買立

会が成立した日の翌営業日）とする。 
 
（年賦課金に係る経過措置） 
第４条 改正後の有価証券上場規程別表第１（年

賦課金）１の規定にかかわらず、この改正規定

の施行日以後の納入期に係る株券の年賦課金

は、当分の間、次の各号に掲げる区分に従い、

当該各号に定める金額とする。 
（１） この改正規定施行の日の前日において

本所に株券が上場されている上場会社 
この改正規定施行の日の前日における上場

株式数のうち 
ａ  １，０００万株（この改正規定施行の日
の前日における旧商法上の１単位の株式の

数が１，０００株以外の場合には、１，０

００万株に当該１単位の株式の数の１，０

００分の１を乗じて得た株式数に読み替

え、この改正規定施行の日の前日において

商法等改正法による改正前の単位株制度の

適用を受けていなかった場合には、１，０
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００万株に１，０００分の１を乗じて得た

株式数に読み替える。以下株式数について

は、それぞれこれに準じて読み替えるもの

とする。）以下の株式数につき 
６万円 

ｂ １，０００万株を超え４，０００万株以

下の株式数につき 
２００万株以下を増すごとに    ４千円 

ｃ ４，０００万株を超え１億２，０００万

株以下の株式数につき 
４００万株以下を増すごとに 

４千円 
ｄ １億２，０００万株を超え２億株以下の

株式数につき 
１，０００万株以下を増すごとに 

３千円 
ｅ ２億株を超え１０億株以下の株式数につ

き 
１億株以下を増すごとに        ２千円 

ｆ １０億株を超え２０億株以下の株式数に

つき 
２億株以下を増すごとに        ２千円 

ｇ ２０億株を超える株式数につき 
４億株以下を増すごとに        ２千円 

 
（２） この改正規定施行の日以後に本所に株

券が新規上場された上場会社（この改正規定

施行の日前に上場申請された場合に限る。） 
前号の規定（ただし、「この改正規定施行

の日の前日における上場株式数」とあるのは

「新規上場に係る上場日における上場株式

数」と読み替える。）により算出した金額と

する。 
（３） この改正規定施行の日以後に上場申請

され本所に株券が新規上場された上場会社 
第１号の規定（ただし、「この改正規定施
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行の日の前日における上場株式数」とあるの

は「投資単位調整後上場株式数」と読み替え

る。）により算出した金額とする。 
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有価証券上場規程別表の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

第１ 株券及び優先出資証券 
（上場手数料） 
１  株券 

第１ 株券及び優先出資証券 
（上場手数料） 
１  株券 

区分 納入期 徴収標準 
（定額・定率） 

  区分 納入期 徴収標準 
（定額・定率） 

 

新規上場

申請者の

上場申請

した株券

の上場

(Q-Board

への上場

を除く。） 

（略） ［定額］ 
３００万円 

 

  新規上場
申請者の

上場申請

した株券

の上場

(Q-Board

への上場

を除く。） 

（略） ［定額］ 
３００万円 

 ただし、上場申

請日の属する事業

年度の末日以前１

０年間に１株を

１．５株以上に分

割する株式分割

（同時に１単位の

株式の数（商法等

の一部を改正する

法律（昭和５６年

法律第７４号）附

則第１６条第１項

の規定に基づき会

社が定めた１単位

の株式の数をい

う。以下有価証券

上場規程別表にお

いて同じ。）の多

い数への変更を行

っている場合に

は、実質的に１株

が１．５株以上に

分割されたと認め

られるものに限

る。以下有価証券

上場規程別表にお

いて同じ。）又は 
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［定率］ 
 上場株式数につ

いて 
 １単位（１単位

は、単元株制度を

採用する場合には

１単元の株式の数

をいい、単元株制

度を採用しない場

合には１株をい

う。）につき  
１２円 

    

   １単位の株式の数

の２分の１以下へ

の変更を行ってい

る場合には１５０

万円とする。 
［定率］ 
 上場株式数につ

いて 
 １株につき １

銭２厘（１単位の

株式の数が１，０

００株以外の場合

には、１２円を当

該１単位の株式の

数で除して得た

額、単位株制度の

適用を受けない場

合には、１２円） 
 ただし、上場申

請日の属する事業

年度の末日以前１

０年間に１株を

１．５株以上に分

割する株式分割又

は１単位の株式の

数の２分の１以下

への変更を行って

いる場合には、本

文の規定により算

出した金額の半額

とする。 

 

 新規上場
申請者の

上場申請

した株券

のQ-Board 

（略） （略）   新規上場
申請者の

上場申請

した株券

の Q-Board 

（略） （略）  
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 への上場  への上場   
 上場会社
が新たに

発行する

株券の上

場 

（略） （略）  上場会社
が新たに

発行する

株券の上

場 

（略） （略）  

２  優先出資証券 
  前１の規定（「新規上場申請者の上場申請し

た株券の上場（Ｑ－Ｂｏａｒｄへの上場を除

く。）」（ただし書を除く。）及び「上場会社が

新たに発行する株券の上場」に限る。）中、単元

株制度を採用しない場合に係る部分を準用する。 
 
３ （略） 
（年賦課金） 
１ 株券 

２  優先出資証券 
  前１の規定（「新規上場申請者の上場申請し

た株券の上場（Ｑ－Ｂｏａｒｄへの上場を除

く。）」（ただし書を除く。）及び「上場会社が

新たに発行する株券の上場」に限る。）中、単位

株制度の適用を受けない場合に係る部分を準用

する。 
３ （略） 
（年賦課金） 
１ 株券 

区分 納入期 徴収標準  区分 納入期 徴収標準  
年賦課金 （略） 上場株式数のうち 

（１） １万単位（１

単位は、単元株制度

を採用する場合には

１単元の株式の数を

いい、単元株制度を

採用しない場合には

１株をいう。以下こ

の１において同じ。）

以下の株式数につき 
６万円 

 
 
 
 
 
 
 
（２） １万単位を超 

 年賦課金 （略） 上場株式数のうち 
（１） １，０００

万株（１単位の株式

の数が１，０００株

以外の場合には、当

該１単位の株式の数

の１，０００分の１

を乗じて得た株式数

に読み替え、単位株

制度の適用を受けな

い場合には、１，０

００分の１を乗じて

得た株式数に読み替

える。以下この「徴

収標準」における株

式数について同じ。）

以下の株式数につき 
６万円 

（２） １，０００万 
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  え４万単位以下の株

式数につき 
  ２，０００単位以

下を増すごとに 
４千円 

 
（３） ４万単位を超

え１２万単位以下の

株式数につき 
  ４，０００単位以

下を増すごとに 
４千円 

 
（４） １２万単位を

超え２０万単位以下

の株式数につき 
  １万単位以下を増

すごとに 
３千円 

（５） ２０万単位を

超え１００万単位以

下の株式数につき 
  １０万単位以下を

増すごとに 
２千円 

（６） １００万単位

を超え２００万単位

以下の株式数につき 
  ２０万単位以下を

増すごとに 
２千円 

（７） ２００万単位を

超える株式数につき 
  ４０万単位以下を

増すごとに 
２千円 

 

  株を超え４，０００

万株以下の株式数に

つき 
  ２００万株以下を

増すごとに 
４千円 

（３） ４，０００万

株を超え１億２，０

００万株以下の株式

数につき 
  ４００万株以下を

増すごとに 
４千円 

（４） １億２，００

０万株を超え２億株

以下の株式数につき 
  １，０００万株以

下を増すごとに 
３千円 

（５） ２億株を超え

１０億株以下の株式

数につき 
  １億株以下を増す

ごとに 
２千円 

（６） １０億株を超

え２０億株以下の株

式数につき 
  ２億株以下を増す

ごとに 
２千円 

（７） ２０億株を超

える株式数につき 
  ４億株以下を増す

ごとに 
２千円 
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２ 優先出資証券 
  前１の規定中、単元株制度を採用しない場合

に係る部分を準用する。 
 

２ 優先出資証券 
  前１の規定中、単位株制度の適用を受けない

場合に係る部分を準用する。 
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株券上場審査基準の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

（上場審査基準） 
第４条  第２条に規定する上場審査は、次の各号
に適合する新規上場申請者の株券及び優先出資

証券を対象として行うものとする。 
  （１）  上場株式数 
上場株式数（優先出資証券の場合には、優

先出資の口数をいう。以下同じ。）が、上場

の時までに、２，０００単位（１単位は、単

元株制度を採用する場合には１単元の株式の

数をいい、単元株制度を採用しない場合には

１株をいい、優先出資証券にあっては１口を

いう。以下同じ。）以上になる見込みのある

こと。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）  株式の分布状況 
ａ  大株主上位１０名（明らかに固定的所有
でないと認められる株式（優先出資を含む。

以下同じ。）を除き、所有株式数の多い順

に１０名の株主（優先出資者（優先出資法

に規定する優先出資者をいう。以下同じ。）

を含む。以下この基準において同じ。）を

いう。以下同じ。）及び特別利害関係者（役

員（役員持株会を含む。）、その配偶者及

び二親等内の血族（以下「役員等」という。）、

（上場審査基準） 
第４条  第２条に規定する上場審査は、次の各号
に適合する新規上場申請者の株券及び優先出資

証券を対象として行うものとする。 
  （１）  上場株式数 
上場株式数（優先出資証券の場合には、優

先出資の口数をいう。以下同じ。）が、上場

の時までに、２００万株（１単位の株式の数

（商法等の一部を改正する法律（昭和５６年

法律第７４号）附則第１６条第１項の規定に

基づき会社が定めた１単位の株式の数をい

う。以下同じ。）が１，０００株以外の場合

には、２００万株に当該１単位の株式の数の

１，０００分の１を乗じて得た株式数に読み

替え、単位株制度の適用を受けない場合には、

２００万株に１，０００分の１を乗じて得た

株式数に読み替え、優先出資証券の場合には、

２００万株と同数の優先出資の口数に１，０

００分の１を乗じて得た口数に読み替える。

以下株券及び優先出資証券の株式数について

は、第６条第１項第１号を除き、それぞれこ

れに準じて読み替えるものとする。）以上に

なる見込みのあること。 
（２）  株式の分布状況 
ａ  大株主上位１０名（明らかに固定的所有
でないと認められる株式（優先出資を含む。

以下同じ。）を除き、所有株式数の多い順

に１０名の株主（優先出資者（優先出資法

に規定する優先出資者をいう。以下同じ。）

を含む。以下この基準において同じ。）を

いう。以下同じ。）及び特別利害関係者（役

員（役員持株会を含む。）、その配偶者及

び二親等内の血族（以下「役員等」という。）、
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役員等により発行済株式総数（発行済優先

出資の総口数を含む。以下同じ。）の過半

数若しくは出資の総額の過半数が所有され

ている会社（会社以外の法人を含む。）並

びに関係会社及びその役員をいうものとす

る。以下同じ。）が所有する株式の総数に

新規上場申請者が所有する自己株式数を加

えた株式数（以下「少数特定者持株数」と

いう。）が、上場の時までに、上場株式数

の８０％以下になる見込みのあること。 
ｂ  大株主上位１０名及び特別利害関係者並
びに新規上場申請者が自己株式を所有して

いる場合の当該新規上場申請者を除く１単

位の株式数以上の株式を所有する株主の数

（以下「株主数」という。）が、上場の時

までに、３００人以上になる見込みのある

こと。 
（３）～（９）  （略） 

２・３  （略） 
 
（Ｑ－Ｂｏａｒｄへの上場審査基準） 
第６条  前条に規定する上場審査は、九州周辺に
営業の主体を有し、次の各号に適合する新規上

場申請者の株券を対象として行うものとする。 
（１）  株式の分布状況 

ａ  上場申請日から上場日の前日までの期間

に、５００単位以上の上場申請に係る株券

の公募を行うこと。ただし、新規上場申請

者が、上場会社の人的分割（分割する会社

の株主に対し分割に際して発行する株式の

全部又は一部の割当を行う会社の分割をい

う。以下同じ。）によりその営業を承継す

る会社であって、当該分割前に上場申請が

行われ、かつ、上場申請日から上場日の前

日までの期間に上場申請に係る株券の公募

を行わない場合には、本所が別に定める株

役員等により発行済株式総数（発行済優先

出資の総口数を含む。以下同じ。）の過半

数若しくは出資の総額の過半数が所有され

ている会社（会社以外の法人を含む。）並

びに関係会社及びその役員をいうものとす

る。以下同じ。）が所有する株式の総数（以

下「少数特定者持株数」という。）が、上

場の時までに、上場株式数の８０％以下に

なる見込みのあること。 
 
ｂ  大株主上位１０名及び特別利害関係者を
除く１単位の株式の数（単位株制度の適用

を受けない場合には、１株とし、優先出資

証券の場合には、優先出資１口とする。）

以上の株式を所有する株主の数（以下「株

主数」という。）が、上場の時までに、３

００人以上になる見込みのあること。 
（３）～（９）  （略） 

２・３  （略） 
 

（Ｑ－Ｂｏａｒｄへの上場審査基準） 
第６条  前条に規定する上場審査は、九州周辺に
営業の主体を有し、次の各号に適合する新規上

場申請者の株券を対象として行うものとする。 
（１）  株式の分布状況 

ａ  上場申請日から上場日の前日までの期間

に、５００株（単位株制度の適用を受ける

場合には、５００株に１単位の株式の数を

乗じて得た株式数に読み替える。以下この

ａにおいて同じ。）以上の上場申請に係る

株券の公募を行うこと。ただし、新規上場

申請者が、上場会社の人的分割（分割する

会社の株主に対し分割に際して発行する株

式の全部又は一部の割当を行う会社の分割

をいう。以下同じ。）によりその営業を承

継する会社であって、当該分割前に上場申
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式の数が、上場の時までに５００単位以上

となる見込みのあること。 

 

 

 

ｂ  特別利害関係者を除く１単位以上の株式

を所有する株主の数が、上場の時までに２

００人（前ａただし書の規定の適用を受け

る場合には、同ａただし書に定める株式を

所有する株主の数を含む。）以上となる見

込みのあること。 
 
 
（２）～（６）  （略）   
２  （略） 

 
 

付    則 

１  この改正規定は、平成１３年１０月１日から

施行し、同日以後に上場申請を行う新規上場申

請者から適用する。ただし、この改正規定施行

の際、現に予備申請を行っている場合であって、

「公募又は売出予定書」に準じて作成した書類

を提出しているときは、なお従前の例によるこ

とができる。 

２  前項の規定にかかわらず、改正後の第４条第

１項第２号の規定は、商法等の一部を改正する

等の法律（平成１３年法律第７９号）附則第２

条又は第２４条の規定においてなお従前の例に

よるとされた自己株式については、適用しない。 

 

請が行われ、かつ、上場申請日から上場日

の前日までの期間に上場申請に係る株券の

公募を行わない場合には、本所が別に定め

る株式の数が、上場の時までに５００株以

上となる見込みのあること。 

ｂ  特別利害関係者を除く１株（単位株制度

の適用を受ける場合には、１単位の株式の

数）以上の株式を所有する株主の数が、上

場の時までに２００人（前ａただし書の規

定の適用を受ける場合には、前ａただし書

に定める株式を所有する株主の数を含む。）

以上となる見込みのあること。 

 
（２）～（６）  （略）   
２  （略） 
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上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

（投資単位の引下げに係る努力等） 

第１条の２  上場株券の発行者は、株券の投資単

位が５０万円未満となるよう、株式分割又は１単

元の株式の数の引下げによる投資単位の引下げ

に努めるものとする。 

２  本所は、上場株券の最近の投資単位が５０万
円以上である場合であって、本所が必要と認め

るときは、当該発行者に対し株式分割又は１単

元の株式の数の引下げによる投資単位の引下げ

を勧告することができる。 
３ 前項の勧告を行った場合において、勧告に沿

った対応が当該発行者によって行われないとき

は、本所はその旨を公表することができる。 
 
（会社情報の開示） 
第２条  上場会社は、次の各号のいずれかに該当
する場合（第１号に掲げる事項及び第２号に掲

げる事実にあっては、投資者の投資判断に及ぼ

す影響が軽微なものとして本所が定める基準に

該当するものを除く。）は、直ちにその内容を

開示しなければならない。 
 （１）  上場会社の業務執行を決定する機関が、
次に掲げる事項を行うことについての決定を

した場合（当該決定に係る事項を行わないこ

とを決定した場合を含む。） 
    ａ～ｃ  （略） 
    ｃの２  資本準備金又は利益準備金の減少 
ｄ  商法第２１０条若しくは第２１１条の３
の規定又は優先出資法第１５条の規定によ

る自己株式の取得 
 
 
    ｄの２  商法第２１１条の規定による自己株

 

（新設） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（会社情報の開示） 
第２条  上場会社は、次の各号のいずれかに該当
する場合（第１号に掲げる事項及び第２号に掲

げる事実にあっては、投資者の投資判断に及ぼ

す影響が軽微なものとして本所が定める基準に

該当するものを除く。）は、直ちにその内容を

開示しなければならない。 
  （１）  上場会社の業務執行を決定する機関が、
次に掲げる事項を行うことについての決定を

した場合（当該決定に係る事項を行わないこ

とを決定した場合を含む。） 
    ａ～ｃ  （略） 
（新設） 

    ｄ  商法第２１０条の２、第２１２条第１項
本文若しくは第２１２条の２若しくは株式

の消却に関する商法の特例法第３条の規定

又は優先出資法第１５条の規定による自己

株式の取得 
    （新設） 
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式の処分 
    ｅ～ｔ  （略） 
    ｕ  商法第２８０条の１９に規定する新株の
引受権その他のストック・オプションと認

められるものの付与 
     
 
ｖ～ｘ  （略） 

    ｙ  １単元の株式の数の変更又は１単元の株
式の数の定めの廃止若しくは新設 

    ｚ～ａｆ  （略） 
  （２）～（４）  （略） 
２～５  （略） 
６  上場株券の発行者は、上場株券の最近の投資
単位が５０万円以上である場合には、第２条第

１項第３号の規定に基づき事業年度に係る決算

の内容を開示するときに、当該発行者の投資単

位の引下げに関する考え方及び方針等につい

て、併せて開示しなければならない。 
 
（決定事項等に係る通知及び書類の提出） 
第５条  上場会社は、次の各号に掲げる事項につ
いて決議又は決定を行った場合（投資者の投資

判断に及ぼす影響が軽微なものとして本所が定

める基準に該当する場合を除く。）には、直ち

に本所に通知するとともに、本所が別に定める

ところに従い、書類の提出を行うものとする。 
  （１）  （略） 
  （削る） 
  （削る） 
   
（２）  （略） 

  （３）  会社が発行する株式の総数（優先出資
の総口数の最高限度を含む。）の変更（株式

分割の場合における商法第２１８条第２項に

よる会社が発行する株式の総数の増加を含

     
ｅ～ｔ  （略） 

    ｕ  取締役又は使用人に対する商法第２１０
条の２第２項第３号に規定する株式の譲渡

を請求する権利、同第２８０条の１９に規

定する新株の引受権その他のストック・オ

プションと認められるものの付与 
    ｖ～ｘ  （略） 
    ｙ  １単位の株式の数の変更 
 
    ｚ～ａｆ  （略） 
  （２）～（４）  （略） 
２～５  （略） 
（新設） 
 
 
 
 
 
 
（決定事項等に係る通知及び書類の提出） 
第５条  上場会社は、次の各号に掲げる事項につ
いて決議又は決定を行った場合（投資者の投資

判断に及ぼす影響が軽微なものとして本所が定

める基準に該当する場合を除く。）には、直ち

に本所に通知するとともに、本所が別に定める

ところに従い、書類の提出を行うものとする。 
  （１）  （略） 
  （２）  額面金額の変更 
  （３）  額面株式の無額面株式への転換又は無
額面株式の額面株式への転換 

  （４）  （略） 
  （５）  会社が発行する株式の総数（優先出資
の総口数の最高限度を含む。）の変更 
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む。） 
  （４）  （略） 
  （５）  （略） 
  （６）  （略） 
  （７）  （略） 
  （８）  （略） 
  （９）  （略） 
  （１０）  （略） 
  （１１）  （略） 
  （１２）  （略） 
  （１３）  （略） 
２・３  （略） 
 
（上場申請の手続） 
第６条  上場会社は、新たに株式を発行する場合
又は上場株式数（自己株式消却決議を行った場

合には、当該決議に係る自己株式の数を控除す

る。以下同じ。）を変更する場合には、原則と

して、その発行又は変更に先立ちその都度上場

申請の手続をとるものとする。 
 
 
 
（自己株式取得等の状況に関する報告等） 
（削る） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第６条の２  上場会社は、商法第２１０条若しく
は第２１１条の３の規定による自己株式の取得

 
（６）  （略） 

  （７）  （略） 
  （８）  （略） 
  （９）  （略） 
  （１０）  （略） 
  （１１）  （略） 
  （１２）  （略） 
  （１３）  （略） 
  （１４）  （略） 
  （１５）  （略） 
２・３  （略） 
 
（上場申請の手続） 
第６条  上場会社は、新たに株式を発行する場合
又は上場株式数（商法第２１２条の２第１項又

は株式の消却に関する商法の特例法第３条第１

項の規定により自己株式を取得した場合には、

当該自己株式の数を控除する。以下同じ。）を

変更する場合には、原則として、その発行又は

変更に先立ちその都度上場申請の手続をとるも

のとする。 
       
（自己株式取得の状況に関する報告等） 
第６条の２  上場会社は、商法第２１２条の２第
１項又は株式の消却に関する商法の特例法第３

条第１項の規定により自己株券（自己株券に係

る権利を表示する預託証券を含む。以下同じ。）

の買付けを行う場合には、毎月末日現在におけ

る上場株式数及びこれらの規定により取得した

自己株式の状況等について本所に報告するもの

とする。ただし、次条第１項の規定に基づき通

知を行う上場会社は、当該報告を要しないもの

とする。 
２  上場会社は、商法第２１２条の２第１項又は
株式の消却に関する商法の特例法第３条第１項
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又は商法の他の規定による自己株式の買取り

（以下、「自己株式の取得等」という。）によ

り、上場株式数が株券上場廃止基準第２条第１

号、優先株に関する有価証券上場規程の特例第

４条第２項第１号又は制度信用銘柄及び貸借銘

柄の選定に関する規則第５条第１項第１号及び

第６条第１項第１号に定める株式数に満たなく

なる場合には、当該自己株式の取得等の後直ち

にその旨を書面により本所に通知するものとす

る。 
２  前項の規定は、上場会社が、自己株式の取得
等により、同項に定める株式数に満たなくなっ

た場合に準用する。 
 
 

 

付    則 

１  この改正規定は、平成１３年１０月１日から

施行する。 

２  改正後の第２条第１項第１号ｄ及び第６条の

２の規定にかかわらず、商法等の一部を改正す

る等の法律（平成１３年法律第７９号。以下「商

法等改正法」という。以下同じ。）の商法等改

正法附則の規定に基づき取得する自己株式又は

同附則の規定に基づく自己株式の取得について

は、なお従前の例により取り扱うものとする。 

３  改正後の第２条第６項の規定に基づく開示に

係る第４条の２及び第１４条の規定は、平成１

４年３月１日以降に終了する事業年度の会社か

ら適用する。 

４  改正後の第６条の規定にかかわらず、商法等

改正法附則第２条又は第２４条の規定において

なお従前の例によるとされた自己株式について

は、なお従前の例により取り扱うものとする。 

 

の規定により自己株券の買付けを行ったことに

より、上場株式数が株券上場廃止基準第２条第

１号、優先株に関する有価証券上場規程の特例

第４条第２項第１号又は制度信用銘柄及び貸借

銘柄の選定に関する規則第５条第１項第１号及

び第６条第１項第１号に定める株式数に満たな

くなる場合には、当該買付け後直ちにその旨を

書面により本所に通知するものとする。 
 
３  前項の規定は、上場会社が商法第２１２条の
２第１項又は株式の消却に関する商法の特例法

第３条第１項の規定により自己株式を取得し、

前項に定める株式数に満たなくなった場合に準

用する。 
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株券上場廃止基準の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

（上場廃止基準） 
第２条  上場銘柄（Ｑ－Ｂｏａｒｄ上場銘柄を除
く。以下この条において同じ。）が次の各号の

いずれかに該当する場合は、その上場を廃止す

るものとする。 
（１）  上場株式数 
上場株式数が２，０００単位未満である場

合 
（２）  株式の分布状況 
次のａ又はｂに該当する場合。ただし、本

所が定めるところにより上場会社がａ又はｂ

に定める期間の最終日後に行った公募、売出

し又は数量制限付分売（業務規程第30条又は
国内の証券取引所の規則により定める立会外

分売であって、50単位未満の範囲内で買付申

込数量に制限を設けて行ったものをいう。以

下同じ。）の内容等を通知した場合の同日に

おける株式の分布状況については、本所が定

めるところにより取り扱うことができる。 
ａ・b  （略） 

 
（３）  売買高 
次のａ及びｂに該当する場合。ただし、ａ

及びｂに該当後３か月以内に、本所が別に定

めるところにより公募、売出し又は立会外分

売を行う場合は、この限りでない。 
ａ  最近１年間の月平均売買高が２単位未満
である場合 
ｂ  本所及び国内の証券取引所に上場されて
いる株券については、本所及び当該証券取

引所における最近１年間の月平均売買高の

合計が２単位未満である場合。 
（４）～（１４）  （略） 

（上場廃止基準） 
第２条  上場銘柄（Ｑ－Ｂｏａｒｄ上場銘柄を除
く。以下この条において同じ。）が次の各号の

いずれかに該当する場合は、その上場を廃止す

るものとする。 
（１）  上場株式数 
上場株式数が２００万株未満である場合 

 
（２）  株式の分布状況 
次のａ又はｂに該当する場合。ただし、本

所が定めるところにより上場会社がａ又はｂ

に定める期間の最終日後に行った公募、売出

し又は数量制限付分売（業務規程第30条又は
国内の証券取引所の規則により定める立会外

分売であって、5万株未満の範囲内で買付申込

数量に制限を設けて行ったものをいう。以下

同じ。）の内容等を通知した場合の同日にお

ける株式の分布状況については、本所が定め

るところにより取り扱うことができる。 
ａ・b  （略） 

 
（３）  売買高 
次のａ及びｂに該当する場合。ただし、ａ

及びｂに該当後３か月以内に、本所が別に定

めるところにより公募、売出し又は立会外分

売を行う場合は、この限りでない。 
ａ  最近１年間の月平均売買高が２，０００
株未満である場合 
ｂ  本所及び国内の証券取引所に上場されて
いる株券については、本所及び当該証券取

引所における最近１年間の月平均売買高の

合計が２，０００株未満である場合。 
（４）～（１４）  （略） 
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昭和５７年１０月１日改正付則 

１・２  （略） 
３  第２条第２号ａに規定する「少数特定者持株
数」は、当分の間、「所有株式数の多い順に１

０名の株主（優先出資者を含む。）が所有する

株式（明らかに固定的所有でないと認められる

株式を除く。）及び役員が所有する株式の総数

に上場会社が所有する自己株式数を加えた株式

数」をいうものとする。 
４  第２条第２号ｂ及び第２条の２第１号に規定
する「株主数」は、当分の間、「所有株式数の

多い順に１０名の株主（優先出資者を含む。以

下同じ。）（明らかに固定的所有でないと認め

られる株式を所有する者を除く。）及び役員並

びに上場会社が自己株式を所有している場合に

は当該上場会社を除く１単位以上の株式を所有

する株主の数」をいうものとする。 
 

昭和５７年１０月１日改正付則 

１・２  （略） 
３  第２条第１項第２号ａに規定する「少数特定
者持株数」は、当分の間、「所有株式数の多い

順に１０名の株主（優先出資者を含む。）が所

有する株式（明らかに固定的所有でないと認め

られる株式を除く。）及び役員が所有する株式

の総数」をいうものとする。 
 
４  第２条第１項第２号ｂ及び第２条の２第１号
に規定する「株主数」は、当分の間、「所有株

式数の多い順に１０名の株主（優先出資者を含

む。以下同じ。）（明らかに固定的所有でない

と認められる株式を所有する者を除く。）及び

役員を除く１単位の株式の数（単位株制度の適

用を受けない場合には、１株とし、優先出資証

券の場合には、優先出資１口とする。）以上の

株式を所有する株主の数」をいうものとする。 
 

付    則 

１  この改正規定は、平成１３年１０月１日から

施行する。 

２ 前項の規定にかかわらず、この改正規定施行

の際、現に猶予期間内にある銘柄については、

施行日の前日において改正前の第２条第２号ｂ

に定める株主数に達していたものとみなす。 

３  第１項の規定にかかわらず、改正後の昭和５

７年１０月１日改正付則第３項及び第４項の規

定は、商法等の一部を改正する等の法律（平成

１３年法律第７９号）附則第２条又は第２４条

においてなお従前の例によるとされた自己株式

については適用しない。 
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優先株に関する有価証券上場規程の特例の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

（上場審査基準） 
第３条  優先株の上場審査は、次の各号に掲げる
基準に適合するものについて行うものとする。 
（１）・（２）  （略） 
（３） 上場申請銘柄が次のａからｃまでに適

合していること。 
ａ  上場株式数（上場申請銘柄の発行者が所
有する自己株式（当該上場申請銘柄に係る

株式について、自己株式の処分等に係る商

法第２１１条第１項に規定する決議を行っ

た場合には、当該決議に係る株式数を除

く。）を除く。第４条第２項第１号におい

て同じ。）が２，０００単位（１単位は、

単元株制度を採用する場合には、１単元の

株式の数をいい、単元株制度を採用しない

場合には１株をいう。以下同じ。）以上で

あること。 
 
 
ｂ・ｃ （略） 

 
（上場廃止基準） 
第４条  （略） 
２  優先株の上場銘柄が次の各号のいずれかに該
当する場合には、当該銘柄の上場を廃止する。 
（１）  上場株式数が１，０００単位未満であ
る場合 
（２）  株式の分布状況が次のａ又はｂに該当
する場合。ただし、本所が定めるところによ

り上場会社がａ又はｂに定める期間の最終日

後に行った公募、売出し又は数量制限付分売

の内容等を通知した場合の同日における株式

の分布状況については、本所が定めるところ

（上場審査基準） 
第３条  優先株の上場審査は、次の各号に掲げる
基準に適合するものについて行うものとする。 
（１）・（２）  （略） 
（３） 上場申請銘柄が次のａからｃまでに適

合していること。 
ａ  上場株式数が２００万株（１単位の株式
の数（商法等の一部を改正する法律（昭和

５６年法律第７４号）附則第１６条第１項

の規定に基づき会社が定めた１単位の株式

の数をいう。以下同じ。）が１，０００株

以外の場合には、２００万株に当該１単位

の株式の数の１，０００分の１を乗じて得

た株式数に読み替え、単位株制度の適用を

受けない場合には、２００万株に１，００

０分の１を乗じて得た株式数に読み替え

る。以下優先株の株式数については、それ

ぞれこれに準じて読み替えるものとする。）

以上であること。 
ｂ・ｃ （略） 

 
（上場廃止基準） 
第４条  （略） 
２  優先株の上場銘柄が次の各号のいずれかに該
当する場合には、当該銘柄の上場を廃止する。 
（１）  上場株式数が１００万株未満である場
合 
（２）  株式の分布状況が次のａ又はｂに該当
する場合。ただし、本所が定めるところによ

り上場会社がａ又はｂに定める期間の最終日

後に行った公募、売出し又は数量制限付分売

の内容等を通知した場合の同日における株式

の分布状況については、本所が定めるところ
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により取り扱うことができる。 
ａ 優先株の大株主上位１０名（明らかに固

定的所有でないと認められる優先株を除

き、優先株の所有数の多い順に１０名の株

主をいう。以下同じ。）及び特別利害関係

者が所有する優先株の総数に上場申請銘柄

の発行者が所有する自己株式の数を加えた

株式数（以下「優先株少数特定者持株数」

という。）が、上場の時までに、上場株式

数の７５％以下になる見込みのあること。 
ｂ 優先株の大株主上位１０名及び特別利害

関係者並びに上場申請銘柄の発行者が自己

株式を所有している場合には当該上場申請

銘柄の発行者を除く１単位以上の優先株を

所有する株主の数（以下「優先株株主数」

という。）が、１５０人未満である場合に

おいて、１か年以内に１５０人に達しない

とき。 
（３）  （略） 
（４）  最近１年間の月平均売買高が２単位未
満である場合。ただし、本所及び国内の他の

証券取引所に上場されている場合は、本所及

び当該証券取引所における最近１年間の月平

均売買高の合計が２単位未満とする。 
 
（５）  （略） 

 
 

により取り扱うことができる。 
ａ 優先株の大株主上位１０名（明らかに固

定的所有でないと認められる優先株を除

き、優先株の所有数の多い順に１０名の株

主をいう。以下同じ。）及び特別利害関係

者が所有する優先株の総数（以下「優先株

少数特定者持株数」という。）が上場株式

数の７５％を超えている場合において、１

か年以内に、上場株式数の７５％とならな

いとき。 
ｂ 優先株の大株主上位１０名及び特別利害

関係者を除く１単位の株式の数（単位株制

度の適用を受けない場合には、１株）以上

の優先株を所有する株主の数（以下「優先

株株主数」という。）が、１５０人未満で

ある場合において、１か年以内に１５０人

に達しないとき。 
 
（３）  （略） 
（４）  最近１年間の月平均売買高が２，００
０株未満である場合。ただし、本所及び国内

の他の証券取引所に上場されている場合は、

本所及び当該証券取引所における最近１年間

の月平均売買高の合計が２，０００株未満と

する。 
（５）  （略） 

 
 

昭和５７年１０月１日改正付則 

１  （略） 
２  第４条第２項第２号ａに規定する「優先株少
数特定者持株数」は、当分の間、「優先株の所

有数の多い順に１０名の株主が所有する優先株

（明らかに固定的所有でないと認められる優先

株を除く。）及び役員が所有する優先株の総数

に上場申請銘柄の発行者が所有する自己株式数

を加えた株式数」をいうものとする。 

昭和５７年１０月１日改正付則 

１  （略） 
２  第４条第２項第２号ａに規定する「優先株少
数特定者持株数」は、当分の間、「優先株の所

有数の多い順に１０名の株主が所有する優先株

（明らかに固定的所有でないと認められる優先

株を除く。）及び役員が所有する優先株の総数」

をいうものとする。 
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３  第４条第２項第２号ｂに規定する「優先株株
主数」は、当分の間、「優先株の所有数の多い

順に１０名の株主（明らかに固定的所有でない

と認められる優先株を所有する者を除く。）及

び役員並びに上場申請銘柄の発行者が自己株式

を所有している場合には当該上場申請銘柄の発

行者を除く１単位以上の優先株を所有する株主

の数」をいうものとする。 

 

３  第４条第２項第２号ｂに規定する「優先株株
主数」は、当分の間、「優先株の所有数の多い

順に１０名の株主（明らかに固定的所有でない

と認められる優先株を所有する者を除く。）及

び役員を除く１単位の株式の数（単位株制度の

適用を受けない場合には、１株）以上の優先株

を所有する株主の数」をいうものとする。 

 

付    則 

１  この改正規定は、平成１３年１０月１日から

施行する。 

２  前項の規定にかかわらず、改正後の第３条第

１項第３号及び昭和５７年１０月１日改正付則

第２項及び第３項の規定は、商法等の一部を改正

する等の法律（平成１３年法律第７９号）附則第

２条又は第２４条においてなお従前の例による

とされた自己株式については適用しない。 
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土地の再評価差額金をもってする株式の消却に関する有価証券上場規程の特例 

の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

（目的） 
第１条  この特例は、土地の再評価に関する法律
（平成１０年法律第３４号。以下「土地再評価

法」という。）第８条の２の規定の適用を受け

て自己株式の取得を行う新規上場申請者及び上

場会社について、有価証券上場規程の特例を規

定する。 
２ （略） 
 
（新規上場申請手続） 
第２条  新規上場申請者は、上場申請日の直前の
決算期に関する定時株主総会後に土地再評価法

第８条の２第１項の規定による取締役会の決議

（同条第３項において準用する株式の消却の手

続に関する商法の特例に関する法律（平成９年

法律第５５号）第３条の２第４項に規定する事

項に係るものに限る。）を行った場合には、そ

の議事録の写しを有価証券上場規程第３条第１

項に規定する有価証券上場申請書に添付するも

のとする。 
ただし、Ｑ－Ｂｏａｒｄへの上場を申請する

新規上場申請者は、添付を要しない。 
 
 
（上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示

等） 
第３条 第１条第１項に規定する上場会社に対す

る上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示

等に関する規則第２条の規定の適用について

は、同条第１項第１号ｄ中「商法第２１０条若

しくは第２１１条の３」とあるのは「商法第２

１０条若しくは第２１１条の３又は土地再評価

（目的） 
第１条 この特例は、土地の再評価に関する法律

（平成１０年法律第３４号）第８条の２の規定

の適用を受けて自己株式の取得を行う新規上場

申請者及び上場会社について、有価証券上場規

程の特例を規定する。 
 

２ （略） 

 
（新規上場申請手続） 
第２条 前条第１項に規定する新規上場申請者に

対する有価証券上場規程第３条第２項第６号の

規定の適用については、同号中「第３条第１項

の規定による取締役会の決議（同条第４項に規

定する事項に係るものに限る。）」とあるのは

「第３条第１項の規定による取締役会の決議

（同条第４項に規定する事項に係るものに限

る。）若しくは土地の再評価に関する法律（平

成１０年法律第３４号。以下「土地再評価法」

という。）第８条の２第１項の規定による取締

役会の決議（同条第３項において準用する株式

の消却に関する商法の特例法第３条の２第４項

に規定する事項に係るものに限る。）」とする。 
 
（上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示

等） 
第３条 第１条第１項に規定する上場会社に対す

る上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示

等に関する規則第２条の規定の適用について

は、同条第１項第１号ｄ中「又は株式の消却に

関する商法の特例法第３条」とあるのは「、株

式の消却に関する商法の特例法第３条若しくは
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法第８条の２」とする。 
２ 第１条第１項に規定する上場会社に対する上

場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に

関する規則第６条の規定の適用については、同

条中「自己株式消却決議」とあるのは「自己株

式消却決議又は土地再評価法第８条の２第１項

の規定による取締役会の決議」とする。 
３ 第１条第１項に規定する上場会社に対する上

場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に

関する規則第６条の２の規定の適用について

は、同条第１項中「商法第２１０条若しくは第

２１１条の３の規定による」とあるのは「商法

第２１０条若しくは第２１１条の３又は土地再

評価法第８条の２第１項の規定による」とし、

同条第２項中「自己株式の取得等により」とあ

るのは「自己株式の取得等を行ったことにより

又は土地再評価法第８条の２第１項の規定によ

り自己株式を消却のために取得したことによ

り」とする。 
 
平成１１年４月３０日制定付則 

  この特例は、平成１１年４月３０日から施行し、
土地再評価法第８条の２第２項に定める日限り、

その効力を失う。 
 

土地再評価法第８条の２」とする。 
２ 第１条第１項に規定する上場会社に対する上

場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に

関する規則第６条及び第６条の２の規定の適用

については、これらの規定中「第３条第１項」

とあるのは「第３条第１項若しくは土地再評価

法第８条の２第１項」とする。 
（新設） 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
平成１１年４月３０日制定付則 

  この特例は、平成１１年４月３０日から施行し、
土地の再評価に関する法律第８条の２第２項に定

める日限り、その効力を失う。 
 

付    則 

この改正規定は、平成１３年１０月１日から施

行する。 
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資本準備金をもってする株式の消却に関する有価証券上場規程の特例を廃止する規則 
 
資本準備金をもってする株式の消却に関する有価証券上場規程の特例を廃止する。 
   
 

付  則 
 

１  この規則は、平成１３年１０月１日から施行する。 
２  前項の規定にかかわらず、上場会社が、商法等の一部を改正する等の法律（平成１３

年法律第７９号）附則の定めるところにより、廃止前の株式の消却の手続に関する商法

の特例に関する法律（平成９年法律第５５号）第３条の２の規定に基づき自己株式の取

得を行う場合の当該自己株式に係る上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関

する規則第２条第１項第１号ｄの規定の適用については、なお従前の例による。 
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決済に係る手数料の額の一部改正新旧対照表 

新 旧 

定款第１４条の２第２項の規定に基づく決済に

係る手数料の額は、次の各号に掲げる有価証券

（財団法人証券保管振替機構が保管振替事業にお

いて取り扱わないものを除く。）について、当該

各号に定める額の合計額とする。 

（１） 株券 

定款第１４条の２第１項に規定する決済の

ために各会員の授受する当該株券の受け株数

又は渡し株数に、１株につき５厘（１単元の

株式の数（商法第２２１条第１項の規定に基

づき上場会社が定めた１単元の株式の数をい

う。以下同じ。）が、１，０００株以外の場

合には、５円を当該１単元の株式の数で除し

て得た額、単元株制度の適用を受けない場合

には、５円）を乗じて得た額 

 

 （２）～（３） （略） 

 

付 則 

 この改正規則は、平成１３年１０月１日から施

行する。 

 

 

定款第１４条の２第２項の規定に基づく決済に

係る手数料の額は、次の各号に掲げる有価証券

（財団法人証券保管振替機構が保管振替事業にお

いて取り扱わないものを除く。）について、当該

各号に定める額の合計額とする。 

（１） 株券 

定款第１４条の２第１項に規定する決済の

ために各会員の授受する当該株券の受け株数

又は渡し株数に、１株につき５厘（１単位の

株式の数（商法等の一部を改正する法律（昭

和５６年法律第７４号）附則第１６条第１項

の規定に基づき上場会社が定めた１単位の株

式の数をいう。以下同じ。）が、１，０００

株以外の場合には、５円を当該１単位の株式

の数で除して得た額、単位株制度の適用を受

けない場合には、５円）を乗じて得た額 

 （２）～（３） （略） 
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安定操作取引についての定款第５９条に関する理事会決定の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

１  正 会 員 は 、 募 集 （ ５ ０ 名 以 上 の 者 を

相 手 方 と し て 行 う も の に 限 る 。 以 下 同

じ 。 ） 又 は 売 出 し （ 商 法 第 ２ ８ ０ 条 の

１ ９ に 規 定 す る 新 株 の 引 受 権 そ の 他 の

ス ト ッ ク ・ オ プ シ ョ ン と 認 め ら れ る も

の の 付 与 に 係 る 募 集 又 は 売 出 し を 除

く 。 ） に 係 る 有 価 証 券 （ 時 価 又 は 時 価

に 近 い 一 定 の 価 格 に よ り 発 行 す る 新 株

の 引 受 権 を 表 示 す る 新 株 引 受 権 証 券

（以下「時価新株引受権証券」という。）

以 外 の 新 株 引 受 権 証 券 を 除 き 、 時 価 又

は 時 価 に 近 い 一 定 の 価 格 に よ り 発 行 す

る 株 券 に 転 換 す る こ と を 条 件 と す る 転

換社債券 (以下「時価転換社債券」とい
う。 )及び時価又は時価に近い一定の価
格 に よ り 発 行 す る 新 株 の 引 受 権 を 付 与

さ れ て い る 新 株 引 受 権 付 社 債 券 （ 以 下

「時価新株引受権付社債券」という。）

以 外 の 社 債 券 を 除 く 。 ） の 発 行 者 が 発

行 す る 上 場 株 券 （ 時 価 新 株 引 受 権 証 券

の 売 出 し の 場 合 に は 上 場 株 券 又 は 上 場

時 価 新 株 引 受 権 証 券 、 時 価 転 換 社 債 券

の 募 集 又 は 売 出 し の 場 合 に は 上 場 株 券

又 は 上 場 時 価 転 換 社 債 券 、 時 価 新 株 引

受 権 付 社 債 券 の 募 集 又 は 売 出 し の 場 合

に は 上 場 株 券 又 は 上 場 時 価 新 株 引 受 権

付 社 債 券 ） 又 は 上 場 優 先 出 資 証 券 （ 協

同 組 織 金 融 機 関 の 発 行 す る 優 先 出 資 証

券 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に つ い て 、 安

定 操 作 取 引 （ 証 券 取 引 法 施 行 令 （ 以 下

「 施 行 令 」 と い う 。 ） 第 ２ ０ 条 第 １ 項

に規定する安定操作取引。以下同じ。）

をすることができる期間（施行令第２２

条 第 ２ 項 か ら 第 ４ 項 ま で に 規 定 す る 安

定操作期間（以下「安定操作期間」とい

う 。 ） ） 内 に お い て 執 行 す る 条 件 の 買

付 け に 関 し 、 次 に 掲 げ る 行 為 を 行 っ て

はならない。  
 

 （ １）・（２）（略）  
 
 

２  （ 略）  
 
 上 記 １ 及 び ２ の 行 為 は 、 そ の 状 況 に よ

り、取引の信義則違反として処理する。  

１  正 会 員 は 、 募 集 （ ５ ０ 名 以 上 の 者 を

相 手 方 と し て 行 う も の に 限 る 。 以 下 同

じ 。 ） 又 は 売 出 し （ 商 法 第 ２ ８ ０ 条 の

１ ９ 第 １ 項 の 新 株 引 受 権 の 付 与 に 係 る

募 集 又 は 同 法 第 ２ １ ０ 条 の ２ 第 ２ 項 第

３ 号 の 契 約 に 係 る 売 出 し を 除 く 。 ） に

係 る 有 価 証 券 （ 時 価 又 は 時 価 に 近 い 一

定 の 価 格 に よ り 発 行 す る 新 株 の 引 受 権

を 表 示 す る 新 株 引 受 権 証 券 （ 以 下 「 時

価 新 株 引 受 権 証 券 」 と い う 。 ） 以 外 の

新 株 引 受 権 証 券 を 除 き 、 時 価 又 は 時 価

に 近 い 一 定 の 価 格 に よ り 発 行 す る 株 券

に 転 換 す る こ と を 条 件 と す る 転 換 社 債

券 (以 下 「 時 価 転 換 社 債 券 」 と い う 。 )
及 び 時 価 又 は 時 価 に 近 い 一 定 の 価 格 に

よ り 発 行 す る 新 株 の 引 受 権 を 付 与 さ れ

て い る 新 株 引 受 権 付 社 債 券 （ 以 下 「 時

価 新 株 引 受 権 付 社 債 券 」 と い う 。 ） 以

外 の 社 債 券 を 除 く 。 ） の 発 行 者 が 発 行

す る 上 場 株 券 （ 時 価 新 株 引 受 権 証 券 の

売 出 し の 場 合 に は 上 場 株 券 又 は 上 場 時

価 新 株 引 受 権 証 券 、 時 価 転 換 社 債 券 の

募 集 又 は 売 出 し の 場 合 に は 上 場 株 券 又

は 上 場 時 価 転 換 社 債 券 、 時 価 新 株 引 受

権 付 社 債 券 の 募 集 又 は 売 出 し の 場 合 に

は 上 場 株 券 又 は 上 場 時 価 新 株 引 受 権 付

社 債 券 ） 又 は 上 場 優 先 出 資 証 券 （ 協 同

組 織 金 融 機 関 の 発 行 す る 優 先 出 資 証 券

を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に つ い て 、 安 定

操作取引（証券取引法施行令（以下「施

行 令 」 と い う 。 ） 第 ２ ０ 条 第 １ 項 に 規

定 す る 安 定 操 作 取 引 。 以 下 同 じ 。 ） を

することができる期間（施行令第２２条

第 ２ 項 か ら 第 ４ 項 ま で に 規 定 す る 安 定

操作期間（以 下 「 安 定 操 作 期 間 」 と い

う 。 ） ） 内 に お い て 執 行 す る 条 件 の 買

付 け に 関 し 、 次 に 掲 げ る 行 為 を 行 っ て

はならない。  
 

 （ １）・（２）（略）  
 
 

２  （ 略）  
 
 上 記 １ 及 び ２ の 行 為 は 、 そ の 状 況 に よ

り、取引の信義則違反として処理する。 
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付  則 

この改正規定は、平成１３年１０月１日から施

行する。 
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業務規程施行規則の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

 
（株券の売買単位） 

第１２条の２ 規程第１５条第１号ａただし書に

規定する株券の売買単位は、当該株券の発行者が

上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等

に関する規則第２条第６項の規定による開示に

おいて、一定期間内に 1 単元の株式の数の引下げ

を実施する方針を表明し、かつ、当該発行者の定

款に単元未満株式に係る株券を発行しないこと

を定めていない場合その他の場合で、本所が適当

と認めるときは、当該発行者からの申告に応じて

本所がその都度定める株数とする。 

 

 

付  則 

この改正規定は、平成１４年４月１日から施行

する。 

 

 

 

（新設） 
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監理ポスト及び整理ポストに関する規則の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

（監理ポスト、整理ポストへの割当て） 
第３条   監理ポスト又は整理ポストへの割当て
は、次の各号に定めるところによる。 
（１）  （略） 
（２）  優先株については、次のとおりとする。 
ａ  監理ポストへの割当て 
上場優先株が次のいずれかに該当する場

合には、当該株券を監理ポストに割り当て

る。 
（ａ）  優先株に関する有価証券上場規程の
特例の取扱い（以下「優先株に関する特例

の取扱い」という。）３．（１）ｄに定め

る期間の最終日までに、優先株少数特定者

持株数が上場株式数の７５％以下となっ

たことが確認できない場合又は優先株株

主数が優先株に関する有価証券上場規程

の特例（以下「優先株に関する特例」とい

う。）第４条第２項第２号ｂに定める人数

に達したことが確認できない場合 
（ｂ）・（ｃ）  （略） 
（３）～（６）  （略） 

 
（監理ポスト、整理ポストへの割当期間） 
第４条  前条に規定する銘柄の監理ポスト又は整
理ポストへの割当期間は、次の各号に定めると

ころによる。 
（１）  （略） 
（２）  優先株については、次のとおりとする。 
ａ  監理ポストへの割当期間 
監理ポストへの割当期間は、次の（ａ）

から（ｃ）までに定めるところによる。 
（ａ）  前条第２号ａの（ａ）の場合には、
優先株に関する特例の取扱い３．（１）ｄ

（監理ポスト、整理ポストへの割当て） 
第３条   監理ポスト又は整理ポストへの割当て
は、次の各号に定めるところによる。 
（１）  （略） 
（２）  優先株については、次のとおりとする。 
ａ  監理ポストへの割当て 
上場優先株が次のいずれかに該当する場

合には、当該株券を監理ポストに割り当て

る。 
（ａ）  優先株に関する有価証券上場規程の
特例の取扱い（以下「優先株に関する特例

の取扱い」という。）３．（２）ｄに定め

る期間の最終日までに、優先株少数特定者

持株数が上場株式数の７５％以下となっ

たことが確認できない場合又は優先株株

主数が優先株に関する有価証券上場規程

の特例（以下「優先株に関する特例」とい

う。）第４条第２項第２号ｂに定める人数

に達したことが確認できない場合 
（ｂ）・（ｃ）  （略） 
（３）～（６）  （略） 

 
（監理ポスト、整理ポストへの割当期間） 
第４条  前条に規定する銘柄の監理ポスト又は整
理ポストへの割当期間は、次の各号に定めると

ころによる。 
（１）  （略） 
（２）  優先株については、次のとおりとする。 
ａ  監理ポストへの割当期間 
監理ポストへの割当期間は、次の（ａ）

から（ｃ）までに定めるところによる。 
（ａ）  前条第２号ａの（ａ）の場合には、
優先株に関する特例の取扱い３．（２）ｄ
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に定める期間の最終日の翌日から本所が

優先株に関する特例第４条第２項第２号

に該当するかどうかを認定した日までと

する。 
（ｂ）・（ｃ）  （略） 
ｂ  （略） 

  （３）～（６）  （略） 
２  （略） 
 

付    則 

この改正規定は、平成１３年１０月１日から施

行する。 

 

に定める期間の最終日の翌日から本所が

優先株に関する特例第４条第２項第２号

に該当するかどうかを認定した日までと

する。 
（ｂ）・（ｃ）  （略） 
ｂ  （略） 

  （３）～（６）  （略） 
２  （略） 
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呼値の制限値幅に関する規則の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

 
別表   基準値段算出に関する表 
 
１．基準値段算出については、次の算式による。 
（１） （略） 
（２） 権利落（新株落） 
 ａ （略） 
 ｂ 有償増資（併行増資を含む。）の場合 
 
（ａ）・（ｂ） （略） 

 ｃ （略） 
（３）・（４）（略） 
（注１）～（注４）（略） 
 
２．  （略） 

 
付  則 

この改正規定は、平成１３年１０月１日から施

行する。 

 

 
別表   基準値段算出に関する表 
 
１．基準値段算出については、次の算式による。 
（１） （略） 
（２） 権利落（新株落） 
 ａ （略） 
 ｂ 有償増資（抱合せ及び併行増資を含む。）

の場合 
（ａ）・（ｂ） （略） 

 ｃ （略） 
（３）・（４）（略） 
（注１）～（注４）（略） 
 
２．  （略） 
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有価証券引渡票に関する規則の一部改正新旧対照表 

新 旧 

（売買単位未満株式の金銭処理） 
第６条の２ 前条の規定により「配当金・権利等

引渡通知書」を添付した場合において、渡方会

員が引き渡すこととなる権利のうち、売買単位

に満たない数の株式（以下「売買単位未満株

式」という。）に係る権利については、渡方会

員は、当該売買単位未満株式の買取りを発行会

社に請求することができることとなった日に買

取りを請求した場合の当該発行会社による買取

価格に当該売買単位未満株式の数を乗じて得た

額の金銭を受方会員に交付するものとする。た

だし、渡方会員と受方会員との間で、売買単位

未満株式に係る権利の処理について別段の定め

をした場合は、この限りでない。 
 

 

 

付 則 

 この改正規則は、平成１３年１０月１日から施

行する。 

 

 

（単位未満株式の金銭処理） 
第６条の２ 前条の規定により「配当金・権利等

引渡通知書」を添付した場合において、渡方会

員が引き渡すこととなる権利のうち、単位未満

株式（商法等の一部を改正する法律（昭和５６

年法律第７４号）付則第１８条第１項に規定す

る単位未満株式をいう。以下同じ。）に係る権

利については、渡方会員は、当該単位未満株式

の買取りを発行会社に請求することができるこ

ととなった日の本所市場における最終値段（そ

の日に約定値段がない場合には、その後の最初

の約定値段）に当該単位未満株式の数を乗じて

得た額の金銭を受方会員に交付するものとす

る。ただし、渡方会員と受方会員との間で、単

位未満株式に係る権利の処理について別段の定

めをした場合は、この限りでない。 
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有価証券上場規程に関する取扱い要領の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

１．の２ 第３条（新規上場申請手続）第１項関

係 
（１）  （略） 
（２）  第２号に規定する発行数については、
次に掲げる株式の数を、それぞれ区分して注

記するものとする。ただし、新規上場申請者

がＱ－Ｂｏａｒｄへの上場を申請する場合

は、この限りでない。 
 ａ 新規上場申請者が所有する自己株式の数 
 ｂ 自己株式取得決議を行った場合には、当

該決議に係る自己株式の数及び取得した自

己株式の数 
 ｃ 自己株式処分等決議を行った場合には、

当該決議に係る自己株式の数及び処分又は

移転した自己株式の数 
 ｄ 自己株式消却決議を行った場合には、当

該決議に係る自己株式の数 
 
 
 
 
 
 
（３）・（４）  （略） 
（５）  第５号に規定する「上場のための数量
制限付分売」とは、国内の他の証券取引所の

規則に定める立会外分売であって、５０単位

未満の範囲内で買付申込数量に限度を設けて

行うものをいうものとする。 
 
２．第３条（新規上場申請手続）第２項関係 
（１）  （略） 
（２）  第５号に規定する「上場申請のための

１．の２ 第３条（新規上場申請手続）第１項関

係 
（１）  （略） 
（２）  第２号に規定する発行数については、
商法第２１２条の２第１項の規定による定時

株主総会の決議があった株式又は株式の消却

に関する商法の特例法第３条第１項に規定す

る取締役会の決議があった株式の上場希望日

現在の発行数から当該定時株主総会の決議に

基づき取得し、所有する自己株式数及び上場

申請日の直前の決算期に関する定時株主総会

において商法第２１２条の２第１項の規定に

よる決議があった場合の当該決議に係る株式

数（当該決議に基づき取得した株式数を除

く。）並びに株式の消却に関する商法の特例

法第３条第１項の規定により取得し、所有す

る自己株式数及び直前の決算期に関する定時

株主総会後に同項の規定による決議があった

場合の当該決議に係る株式数（当該決議に基

づき取得した株式数を除く。）を減じた株式

数を記載するものとする。ただし、新規上場

申請者がＱ－Ｂｏａｒｄへの上場を申請する

場合は、この限りでない。 
（３）・（４）  （略） 
（５）  第５号に規定する「上場のための数量
制限付分売」とは、国内の他の証券取引所の

規則に定める立会外分売であって、５万株未

満の範囲内で買付申込数量に限度を設けて行

うものをいうものとする。 
 
２．第３条（新規上場申請手続）第２項関係 
（１）  （略） 
（２）  第５号に規定する「上場申請のための
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有価証券報告書」は、Ⅰの部及びⅡの部から

成るものとし、次のａからｅまでに定めると

ころによるものとする。ただし、新規上場申

請者がＱ－Ｂｏａｒｄへの上場を申請する者

である場合には、「上場申請のための有価証

券報告書」はⅠの部とし、新規上場申請者（Ｑ

－Ｂｏａｒｄへの上場を申請する者を除く。）

が上場会社の人的分割によりその営業を承継

する会社であって、当該分割前に上場申請を

行う場合（正当な理由によりⅡの部を作成す

ることができない場合に限る。）には、「上

場申請のための有価証券報告書」はⅠの部及

び本所が上場審査のため適当と認める書類か

ら成るものとする。 
ａ～ｄ  （略） 
ｄの２  新規上場申請者が、最近２年間又は
上場申請日の属する事業年度の初日以後に

おいて合併を行っている場合（当該合併が

実体を有しない会社を存続会社とする合併

であると認められるものに限る。）又は持

株会社（私的独占の禁止及び公正取引の確

保に関する法律（昭和２２年法律第５４号）

第９条第３項に規定する持株会社のうち国

内の会社その他これに準ずるものとして本

所が適当と認める国内の会社をいう。以下

同じ。）として設立されている場合には、

「上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの

部）」のうち当該合併又は設立以前の期間

に係る記載内容については当該合併による

すべての解散会社（当該合併の直前事業年

度の末日において他の解散会社の連結子会

社である会社を除く。）又は当該設立時の

すべての子会社（当該設立の直前事業年度

の末日において他の子会社の連結子会社で

ある会社を除く。）についても記載するも

のとする。 

有価証券報告書」は、Ⅰの部及びⅡの部から

成るものとし、次のａからｅまでに定めると

ころによるものとする。ただし、新規上場申

請者がＱ－Ｂｏａｒｄへの上場を申請する者

である場合には、「上場申請のための有価証

券報告書」はⅠの部とし、新規上場申請者（Ｑ

－Ｂｏａｒｄへの上場を申請する者を除く。）

が上場会社の人的分割によりその営業を承継

する会社であって、当該分割前に上場申請を

行う場合（正当な理由によりⅡの部を作成す

ることができない場合に限る。）には、「上

場申請のための有価証券報告書」はⅠの部及

び本所が上場審査のため適当と認める書類か

ら成るものとする。 
ａ～ｄ  （略） 
ｄの２  新規上場申請者が、最近２年間又は
上場申請日の属する事業年度の初日以後に

おいて合併を行っている場合（当該合併が

額面金額の変更等を目的とした実体を有し

ない会社を存続会社とする合併であると認

められるものに限る。）又は持株会社（私

的独占の禁止及び公正取引の確保に関する

法律（昭和２２年法律第５４号）第９条第

３項に規定する持株会社のうち国内の会社

その他これに準ずるものとして本所が適当

と認める国内の会社をいう。以下同じ。）

として設立されている場合には、「上場申

請のための有価証券報告書（Ⅰの部）」の

うち当該合併又は設立以前の期間に係る記

載内容については当該合併によるすべての

解散会社（当該合併の直前事業年度の末日

において他の解散会社の連結子会社である

会社を除く。）又は当該設立時のすべての

子会社（当該設立の直前事業年度の末日に

おいて他の子会社の連結子会社である会社

を除く。）についても記載するものとする。 
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ｅ （略） 
（３）～（５）  （略） 
 

１０．第４条（申請の不受理）関係 
新規上場申請者（株券上場審査基準第４条第

３項の規定の適用を受ける新規上場申請者及び

Ｑ－Ｂｏａｒｄへの新規上場申請者を除く。）

が次のａからｃまでのいずれかに該当する場合

には、上場申請を受け付けないものとする。 
ａ   上場申請日の属する事業年度の初日以
後、合併、分割、子会社化若しくは非子会

社化若しくは営業若しくは事業の譲受け若

しくは譲渡を行った場合又は上場申請日の

直前事業年度の末日から起算して２年以内

に行う予定のある場合（合併、分割並びに

営業又は事業の譲受け及び譲渡について

は、新規上場申請者の子会社が行った又は

行う予定のある場合を含む。）であって、

新規上場申請者（上場申請日前に行われた

行為にあっては、当該行為を行う前の新規

上場申請者）が当該行為により実質的な存

続会社でなくなっている又はなくなると本

所が認めたとき。ただし、当該合併（合併

を行った場合に限る。）が実体を有しない

会社を存続会社とする合併であると認めら

れる場合及び当該分割が上場会社から営業

を承継する人的分割（承継する営業が新規

上場申請者の主要な営業となるものに限

る。）であると認められる場合は、この限

りでない。 
ｂ・ｃ  （略） 

 
１２．第８条（上場契約）第３項関係 
上場有価証券原簿には、次に掲げる事項を記

載するとともに、当該事項を記載した有価証券

上場通知書を当該有価証券の発行者に交付す

ｅ （略） 
（３）～（５）  （略） 

 
１０．第４条（申請の不受理）関係 
新規上場申請者（株券上場審査基準第４条第

３項の規定の適用を受ける新規上場申請者及び

Ｑ－Ｂｏａｒｄへの新規上場申請者を除く。）

が次のａからｃまでのいずれかに該当する場合

には、上場申請を受け付けないものとする。 
ａ   上場申請日の属する事業年度の初日以
後、合併、分割、子会社化若しくは非子会

社化若しくは営業若しくは事業の譲受け若

しくは譲渡を行った場合又は上場申請日の

直前事業年度の末日から起算して２年以内

に行う予定のある場合（合併、分割並びに

営業又は事業の譲受け及び譲渡について

は、新規上場申請者の子会社が行った又は

行う予定のある場合を含む。）であって、

新規上場申請者（上場申請日前に行われた

行為にあっては、当該行為を行う前の新規

上場申請者）が当該行為により実質的な存

続会社でなくなっている又はなくなると本

所が認めたとき。ただし、当該合併（合併

を行った場合に限る。）が額面金額の変更

等を目的とした実体を有しない会社を存続

会社とする合併であると認められる場合及

び当該分割が上場会社から営業を承継する

人的分割（承継する営業が新規上場申請者

の主要な営業となるものに限る。）である

と認められる場合は、この限りでない。 
ｂ・ｃ  （略） 

 
１２．第８条（上場契約）第３項関係 
上場有価証券原簿には、次に掲げる事項を記

載するとともに、当該事項を記載した有価証券

上場通知書を当該有価証券の発行者に交付す
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る。 
有価証券の銘柄、数量、記名・無記名の別、

種類、額面金額がある場合にはその金額、資本

組入額、単元株制度を採用する場合には１単元

の株式の数、Ｑ－Ｂｏａｒｄ上場銘柄である場

合にはその旨、上場承認番号、上場承認年月日

及び上場年月日 
 
１４．第１０条（新株券等の上場）関係 
（１）  発行日決済取引による上場の取扱い基
準 
ａ  新株引受権証書（優先出資引受権証書を
含む。以下この１４．において同じ。）若

しくは株主割当（優先出資者割当を含む。

以下この１４．において同じ。）により発

行される新株券（新たに発行される優先出

資証券を含む。以下この１４．において同

じ。）又は株式分割（優先出資分割を含む。

以下この１４．において同じ。）により追

加して発行される新株券が次に掲げる条件

に適合している場合は、発行日決済取引に

より上場する。 
（ａ）  （略） 
（ｂ）  株式数（新株引受権証書にあって
は、新株引受権（優先出資法に規定する優

先出資引受権を含む。以下この１４．にお

いて同じ。）の目的である株式数）が１，

０００単位以上であること。 
 
 
 
 
 
 
 
 

る。 
有価証券の銘柄、数量、記名・無記名の別、

種類、額面・無額面の別、額面金額、資本組入

額、Ｑ－Ｂｏａｒｄ上場銘柄である場合にはそ

の旨、上場承認番号、上場承認年月日及び上場

年月日 
 

 
１４．第１０条（新株券等の上場）関係 
（１）  発行日決済取引による上場の取扱い基
準 
ａ  新株引受権証書（優先出資引受権証書を
含む。以下この１４．において同じ。）若

しくは株主割当（優先出資者割当を含む。

以下この１４．において同じ。）により発

行される新株券（新たに発行される優先出

資証券を含む。以下この１４．において同

じ。）又は株式分割（優先出資分割を含む。

以下この１４．において同じ。）により追

加して発行される新株券が次に掲げる条件

に適合している場合は、発行日決済取引に

より上場する。 
（ａ）  （略） 
（ｂ）  株式数（新株引受権証書にあって
は、新株引受権（優先出資法に規定する優

先出資引受権を含む。以下この１４．にお

いて同じ。）の目的である株式数）が１０

０万株（１単位の株式の数（商法等の一部

を改正する法律（昭和５６年法律第７４

号）附則第１６条第１項の規定に基づき会

社が定めた１単位の株式の数をいう。以下

同じ。）が１，０００株以外の場合には、

当該１単位の株式の数の１，０００分の１

を乗じて得た株式数に読み替え、単位株制

度の適用を受けない場合には、１，０００

分の１を乗じて得た株式数に読み替える。
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（ｃ）  （略） 
ｂ  （略） 
ｃ  公募により発行される新株券がａの（ａ）
及び（ｃ）の条件に適合し、かつ、当該公

募に係る株式数が２，０００単位以上であ

る場合は、当該公募の申込期間満了の日の

翌日以降の日で本所が定める日から、発行

日決済取引により上場する。 
ｄ・ｅ  （略） 
（２）～（４）  （略） 

 
１５．第１１条（上場有価証券の変更上場申請手

続）関係 
（１）  本所は、上場会社が所有する自己株式
について、自己株式消却決議を行っている場

合で、当該決議に基づき消却された株式数及

び所有する自己株式数についての当該上場会

社からの通知を受け本所が確認したときに

は、当該上場会社の上場株式数を減少させる

変更上場の手続を行うものとする。 
 
 
 
（２）  （略） 
 

以下同じ。）以上であること。 
（ｃ）  （略） 
ｂ  （略） 
ｃ  公募により発行される新株券がａの（ａ）
及び（ｃ）の条件に適合し、かつ、当該公

募に係る株式数が２００万株以上である場

合は、当該公募の申込期間満了の日の翌日

以降の日で本所が定める日から、発行日決

済取引により上場する。 
ｄ・ｅ  （略） 
（２）～（４）  （略） 

 
１５．第１１条（上場有価証券の変更上場申請手

続）関係 
（１）  本所は、上場会社が商法第２１２条の
２第１項の規定による定時株主総会の決議又

は株式の消却に関する商法の特例法第３条第

１項に規定する取締役会の決議を行っている

場合には、当該定時株主総会の決議又は当該

取締役会の決議に基づき取得し、消却された

株式数及び所有する自己株式数についての当

該上場会社からの通知を受け本所が確認する

都度、当該上場会社の上場株式数を減少させ

る変更上場の手続を行うものとする。 
（２）  （略） 

 

付    則 

１  この改正規定は、平成１３年１０月１日から

施行する。 

２  商法等改正法による改正前の商法（以下「旧

商法」という。）第２１２条の２第１項又は商

法等改正法の規定によりなお効力を有する株式

の消却の手続に関する商法の特例に関する法律

（平成９年法律第５５号。以下「旧消却特例法」

という。）第３条第１項の規定の適用を受けて

自己株式の取得を行う新規上場申請者は、旧商
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法第２１２条の２第１項又は旧消却特例法第３

条第１項の規定により取得し、所有する自己株

式の数及び上場申請日の直前の決算期に関する

定時株主総会において旧商法第２１２条の２第

１項の規定による決議があった場合又は当該定

時株主総会後に旧消却特例法第３条第１項の規

定による取締役会の決議があった場合の当該決

議に係る株式数（当該決議に基づき取得した株

式数を除く。）を、有価証券上場規程に関する

取扱い要領１．の２ （２）の規定に準じて有価
証券上場申請書に記載するものとする。 

３  改正後の１５．（１）の規定にかかわらず、

商法等の一部を改正する等の法律（平成１３年

法律第７９号）附則第２条又は第２４条の規定

によりなお従前の例によるとされた自己株式に

ついては、なお従前の例により取り扱うものと

する。 
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有価証券上場規程別表取扱い要領の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

第１  株券及び優先出資証券 

１  株券 

  （１）  上場手数料関係 

    ａ  （略） 

    （削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    （削る） 

 

 

 

 

 

    ｂ  （略） 

    ｃ  （略） 

    ｄ  （略） 

    ｅ  （略） 

    ｆ  （略） 

    ｇ  （略） 

    ｈ  （略） 

  （２）  年賦課金関係 

    ａ・ｂ  （略） 

    （削る） 

 

 

第１  株券及び優先出資証券 

１  株券 

  （１）  上場手数料関係 

    ａ  （略） 

    ｂ  新規上場申請者が、上場申請日の属する

事業年度の末日以前１０年間に１株を１．

５株以上に分割する株式分割を行っている

場合の上場手数料の計算の基準とする上場

株式数は、上場日における上場株式数から

当該株式分割により増加した株式数（当該

株式分割と同時に又は当該株式分割後に１

単位の株式の数の多い数への変更を行って

いる場合には、実質的に増加したと認めら

れる株式数。以下この要領において同じ。）

を控除した株式数とする。 

    ｃ  新規上場申請者が、上場申請日の属する

事業年度の末日以前１０年間に１単位の株

式の数の２分の１以下への変更を行ってい

る場合の上場手数料の計算における１単位

の株式の数は、当該変更前の１単位の株式

の数とする。 

    ｄ  （略） 

    ｅ  （略） 

    ｆ  （略） 

    ｇ  （略） 

    ｈ  （略） 

    ｉ  （略） 

    ｊ  （略） 

  （２）  年賦課金関係 

    ａ・ｂ  （略） 

    ｃ  上場会社が、１株を１．５株以上に分割

する株式分割を行った場合（上場申請日の

属する事業年度の末日以前１０年間に行っ
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    （削る） 

 

 

 

 

 

    ｃ  （略） 

    ｄ  （略） 

    ｅ  （略） 

    ｆ  （略） 

２  （略） 

 
付    則 

１ この改正規定は、平成１３年１０月１日から

施行する。 

２ 改正後の第１ １（１）ａからｈまで並びに

改正前の第１ １（１）ｂ及びｃの規定は、当

分の間、有価証券上場規程平成１３年１０月１

日改正付則第３条の規定に基づく上場手数料に

ついて準用する（ただし、同条第１項第２号又

は第２項の規定に基づく上場手数料について

は、改正前の第１ １（１）ｂ及びｃの規定を

適用しない。）。この場合において、この改正

規定施行の日以後に１単元の株式の数の変更を

行っている場合には、改正前の第１ １（１）

ｂ及びｃ中「１単位の株式の数」とあるのは「１

単元の株式の数」と読み替えるものとする。 
３ 改正後の第１ １（２）の規定は有価証券上

場規程平成１３年１０月１日改正付則第４条の

規定に基づく年賦課金について準用し、改正前

の第１ １（２）ｃ及びｄの規定は、同条第１

号に規定する上場会社にあってはこの改正規定

た場合を含む。）の年賦課金の計算の基準

とする上場株式数は、前年の１２月末日に

おける上場株式数から当該株式分割により

増加した株式数を控除した株式数とする。 

    ｄ  上場会社が、１単位の株式の数の２分の

１以下への変更を行った場合（上場申請日

の属する事業年度の末日以前１０年間に行

った場合を含む。）の年賦課金の計算にお

ける１単位の株式の数は、当該変更前の１

単位の株式の数とする。 

    ｅ  （略） 

    ｆ  （略） 

    ｇ  （略） 

    ｈ  （略） 

２  （略） 
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施行の日の前日までに行う株式分割又は１単位

の株式の数の変更について、同条第２号に規定

する上場会社にあっては上場日までに行う株式

分割又は１単位の株式の数の変更若しくは１単

元の株式の数の変更について、それぞれ準用す

る。この場合において、この改正規定施行の日

以後に１単元の株式の数の変更を行っている場

合には、改正前の第１ １（２）ｄ中「１単位

の株式の数」とあるのは「１単元の株式の数」

と読み替えるものとする。 
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株券上場審査基準の取扱いの一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

２．第４条（上場審査基準）第１項関係 
（１）  上場株式数 
ａ  （略） 
ｂ   第１号に規定する上場株式数について
は、上場日において見込まれる上場申請に

係る株式の発行済株式総数から新規上場申

請者が所有する自己株式の数（自己株式処

分等決議を行った場合には、当該決議に係

る株式数を除く。）を減じた株式数を上場

株式数とみなして審査を行うものとする。

この場合において、新規上場申請者は、上

場後直ちに上場日における上場株式数を記

載した本所所定の通知書を提出するものと

する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ｃ  （略） 
（２）  株式の分布状況 
ａ  第２号に規定する少数特定者持株数及び
株主数については、次のとおり取り扱うも

のとする。 
（ａ）  第２号ａに規定する「明らかに固
定的所有でないと認められる株式」とは、

次に掲げる株式をいう。 

２．第４条（上場審査基準）第１項関係 
（１）  上場株式数 
ａ  （略） 
ｂ  新規上場申請者が上場申請に係る株式に
関し、商法第２１２条の２第１項の規定に

よる定時株主総会の決議を行った場合又は

株式の消却に関する商法の特例法第３条第

１項に規定する取締役会の決議を行った場

合には、上場日において見込まれる上場申

請に係る株式の発行済株式総数から当該定

時株主総会の決議に基づき取得し、所有す

る自己株式数及び上場申請日の直前の決算

期に関する定時株主総会において商法第２

１２条の２第１項の規定による決議があっ

た場合の当該決議に係る株式数（当該決議

に基づき取得した株式数を除く。）並びに

株式の消却に関する商法の特例法第３条第

１項の規定により取得し、所有する自己株

式数及び直前の決算期に関する定時株主総

会後に同項の規定による決議があった場合

の当該決議に係る株式数（当該決議に基づ

き取得した株式数を除く。）を減じた株式

数を上場株式数とみなして審査を行うもの

とする。（この取扱いは、第２号に規定す

る上場株式数について同じ。）この場合に

おいて、新規上場申請者は、上場後直ちに

上場日における上場株式数を記載した本所

所定の通知書を提出するものとする。 
ｃ  （略） 
（２）  株式の分布状況 
ａ  第２号に規定する少数特定者持株数及び
株主数については、次のとおり取り扱うも

のとする。 
（ａ）  第２号ａに規定する「明らかに固
定的所有でないと認められる株式」とは、

次に掲げる株式をいう。 
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イ～チ  （略） 
リ   ５０単位未満の株式を所有する者
（株式の発行者が新規上場申請者であ

る場合は、当該株式の発行者と関係を

有する者を除く。）が所有する当該株

式 
ヌ  （略） 
（注）１．（略） 
（注）２．リに定める「当該株式の発行者

と関係を有する者」には、当該株式の発

行者と株式の相互保有関係、取引関係又

は役員の兼任関係を有する者で前（注）

１．の（イ）から（ハ）までに規定する

場合に準ずる場合の５０単位未満の株式

を所有する者を含むものとする。 
（削る） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（ｂ）  新規上場申請者が所有する自己株
式について、自己株式処分等決議を行っ

た場合の当該決議に係る自己株式は、こ

れを所有していないものとみなす。この

場合において、当該決議が特定の者に対

して譲渡する決議であるときは、当該自

己株式は当該特定の者が所有しているも

のとみなす。 
（ｃ）  新規上場申請者が所有する自己株
式について、自己株式消却決議を行った

イ～チ  （略） 
リ  ５万株未満の株式を所有する者（株
式の発行者が新規上場申請者である場

合は、当該株式の発行者と関係を有す

る者を除く。）が所有する当該株式 
 
ヌ  （略） 
（注）１．（略） 
（注）２．リに定める「当該株式の発行者

と関係を有する者」には、当該株式の発

行者と株式の相互保有関係、取引関係又

は役員の兼任関係を有する者で前（注）

１．の（イ）から（ハ）までに規定する

場合に準ずる場合の５万株未満の株式を

所有する者を含むものとする。 
（ｂ）  新規上場申請者（国内の他の証券
取引所に上場されている株券又は日本証

券業協会に登録されている株券の発行者

である新規上場申請者を除く。）が、商

法第２１０条の２第１項又は第２１２条

の２第１項の規定により自己株式を取得

する場合で、その数量の全部又は一部を

大株主上位１０名にある者若しくは特別

利害関係者から買い付けたこと又は買い

付けることが明らかなときは、当該大株

主上位１０名にある者又は特別利害関係

者は、当該買付けに係る株式を譲渡した

ものとし、新規上場申請者が所有するも

のとみなす。 
（ｃ）  新規上場申請者が、商法第２１０
条の２第１項の規定により取得し、所有

する自己株式を役員又は従業員に譲渡す

る場合（同条第２項第３号に定める場合

を除く。）であって、当該株式を譲り受

ける役員又は従業員が特定しているとき

は、当該株式は当該役員又は従業員が所

有しているものとみなす。 
（ｄ）  新規上場申請者が商法第２１２条
の２第１項又は株式の消却に関する商法
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場合の当該決議に係る株式は、これを消

却したものとみなす。 
 
 
 
（ｄ）  預託証券に係る預託機関又は日本
証券決済株式会社の名義の株式を所有す

る者（１単位以上の株式を所有する者に

限る。）は、株主数に算定することがで

きるものとする。 
 
（ｅ）  （略） 
（ｆ）  前（ｅ）の規定にかかわらず、相
互会社から株式会社への組織変更を行う

場合において、組織変更後最初の株主名

簿の閉鎖時又は基準日における株主等の

状況を把握するまでの間は、組織変更に

伴う相互会社の社員に対する株式の割当

てに係る株主等の状況に基づき算定する

ものとする。 
ｂ  新規上場申請者が、前ａの（ｅ）又は（ｆ）

の規定により少数特定者持株数及び株主数

の算定の基礎とした株主名簿の閉鎖時又は

基準日（（ｆ）の場合にあっては、組織変更

に伴う相互会社の社員に対する株式の割当

ての基準となる日。以下この（２）において

「最近の株主名簿の閉鎖時又は基準日」とい

う。）後に上場申請に係る株券又は優先出資

証券の公募若しくは売出し又は上場のため

の数量制限付分売を行う場合は、次の取扱い

によるものとし、当該取扱いに定める「公募

又は売出予定書」又は「数量制限付分売予定

書」に記載される株式の分布状況に基づき少

数特定者持株数及び株主数を算定するもの

とする。 

（ａ）～（ｃ） （略） 
ｃ  新規上場申請者が、自己株式取得決議に
基づき自己株券を買い付けた場合は、ａ及

び前ｂの規定に基づき算定した株主数から

の特例法第３条第１項の規定により取得

し、所有する自己株式（（ｂ）の規定に

基づき新規上場申請者が所有するものと

みなされた自己株式を含む。）は、これ

を所有していないものとみなす。 
（ｅ）  預託証券に係る預託機関又は日本
証券決済株式会社の名義の株式を所有す

る者（１単位の株式の数（単位株制度の

適用を受けない場合には、１株）以上の

株式を所有する者に限る。）は、株主数

に算定することができるものとする。 
（ｆ）  （略） 
（ｇ）  前（ｆ）の規定にかかわらず、相
互会社から株式会社への組織変更を行う

場合において、組織変更後最初の株主名

簿の閉鎖時又は基準日における株主等の

状況を把握するまでの間は、組織変更に

伴う相互会社の社員に対する株式の割当

てに係る株主等の状況に基づき算定する

ものとする。 
ｂ  新規上場申請者が、前ａの（ｆ）又は（ｇ）

の規定により少数特定者持株数及び株主数

の算定の基礎とした株主名簿の閉鎖時又は

基準日（（ｇ）の場合にあっては、組織変更

に伴う相互会社の社員に対する株式の割当

ての基準となる日。以下この（２）において

「最近の株主名簿の閉鎖時又は基準日」とい

う。）後に上場申請に係る株券又は優先出資

証券の公募若しくは売出し又は上場のため

の数量制限付分売を行う場合は、次の取扱い

によるものとし、当該取扱いに定める「公募

又は売出予定書」又は「数量制限付分売予定

書」に記載される株式の分布状況に基づき少

数特定者持株数及び株主数を算定するもの

とする。 

（ａ）～（ｃ） （略） 
ｃ  新規上場申請者が、商法第２１０条の２
第２項若しくは第２１２条の２第１項の規

定による定時株主総会の決議又は株式の消



 

- 49 - 

当該自己株券を買い付けることにより減少

する株主数を減じるものとする。この場合

において減少する株主数は、次の新規上場

申請者の区分に従い、当該区分に定める人

数とする。 
 
 
 
 
 
（ａ）  国内の他の証券取引所に上場され
ている株券又は日本証券業協会に登録さ

れている株券の発行者である新規上場申

請者 
公開買付け（新規上場申請者が最近の

株主名簿の閉鎖時又は基準日後に公開買

付けを行った場合であって、当該公開買

付けに応じて株券の売付けをした人数が

記載された書面を提出した場合の公開買

付けに限る。以下このｃにおいて同じ。）

に応じて株券の売付けをしたことにより

減少したと認められる人数及び当該株主

名簿の閉鎖時又は基準日後に買い付けた

自己株券に係る株式数（当該公開買付け

により買い付けた株式数を除く。以下こ

のｃにおいて「当該買付株式数」という。）

について新規上場申請者が本所に提出し

た「株式の分布状況表」の所有数別状況

における株式の状況の区分に記載される

所有株式数に基づき、次のイ又はロによ

り算出した人数の合計人数 
 
イ・ロ  （略） 
（ｂ）  （ａ）以外の新規上場申請者 
自己株式取得決議に係る売主（当該買

付けに対し、その所有するすべての株券

の売付けを行わないことが明らかな売主

を除く。）の人数 
 

却に関する商法の特例法第３条第１項に規

定する取締役会の決議（同条第４項に規定

する事項に係るものに限る。）に基づき自

己株券を買い付けることができる場合は、

ａ及び前ｂの規定に基づき算定した株主数

から当該自己株券を買い付けることにより

減少する株主数を減じるものとする。この

場合において減少する株主数は、次の新規

上場申請者の区分に従い、当該区分に定め

る人数とする。 
（ａ）  国内の他の証券取引所に上場され
ている株券又は日本証券業協会に登録さ

れている株券の発行者である新規上場申

請者 
公開買付け（新規上場申請者が最近の

株主名簿の閉鎖時又は基準日後に公開買

付けを行った場合であって、当該公開買

付けに応じて株券の売付けをした人数が

記載された書面を提出した場合の公開買

付けに限る。以下このｃにおいて同じ。）

に応じて株券の売付けをしたことにより

減少したと認められる人数及び当該株主

名簿の閉鎖時又は基準日後に買い付ける

ことができる自己株券に係る株式数（当

該公開買付けにより買い付けた株式数を

除く。以下このｃにおいて「当該買付株

式数」という。）について新規上場申請

者が本所に提出した「株式の分布状況表」

の所有数別状況における株式の状況の区

分に記載される所有株式数に基づき、次

のイ又はロにより算出した人数の合計人

数 
イ・ロ  （略） 
（ｂ）  （ａ）以外の新規上場申請者 
商法第２１０条の２第２項又は第２１

２条の２第１項の規定による決議に係る

売主（当該買付けに対し、その所有する

すべての株券の売付けを行わないことが

明らかな売主を除く。）の人数 
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ｄ  国内の他の証券取引所に上場されている
株券又は日本証券業協会に登録されている

株券の発行者である新規上場申請者が最近

の株主名簿の閉鎖時又は基準日後に株券の

公募若しくは売出し又は国内の他の証券取

引所の規則により定める立会外分売（５０

単位未満の範囲内で買付申込数量に限度を

設けて行ったものをいう。）を行った場合

であって、新規上場申請者及び幹事会員が、

当該公募若しくは売出しの内容又は立会外

分売の結果についてｂの（ａ）ハ、（ｂ）

ハ又は（ｃ）の規定に基づき新規上場申請

者、元引受会員又は立会外分売取扱会員が

提出することとされている書面と同種の書

面を提出したときは、第２号に規定する株

式の分布状況は、次の（ａ）及び（ｂ）に

定めるところにより取り扱うことができる

ものとする。 
（ａ）・（ｂ）  （略） 
ｅ  （略） 
（３）～（９）  （略） 

 
４．第５条（Ｑ－Ｂｏａｒｄへの上場審査）関係 

 （１）  第１項各号に掲げる事項の審査は、新

規上場申請書類及び質問等に基づき、それぞ

れ次に掲げる基準に適合するかどうかを検討

するものとする。 

ａ・ｂ  （略） 

ｃ  新規上場申請者が親会社（財務諸表等規

則第８条第３項に規定する親会社をいう。

ただし、（ｃ）においては、新規上場申請

者の議決権（商法第２４１条第３項の規定

により議決権を有しないこととなる場合に

おける当該議決権を含む。以下このｃにお

いて同じ。）の過半数を所有している会社

（新規上場申請者の議決権の過半数を実質

的に所有している会社を含む。）をいう。）

を有している場合（上場後最初に終了する

事業年度の末日までに親会社を有しないこ

ｄ  国内の他の証券取引所に上場されている
株券又は日本証券業協会に登録されている

株券の発行者である新規上場申請者が最近

の株主名簿の閉鎖時又は基準日後に株券の

公募若しくは売出し又は国内の他の証券取

引所の規則により定める立会外分売（５万

株未満の範囲内で買付申込数量に限度を設

けて行ったものをいう。）を行った場合で

あって、新規上場申請者及び幹事会員が、

当該公募若しくは売出しの内容又は立会外

分売の結果についてｂの（ａ）ハ、（ｂ）

ハ又は（ｃ）の規定に基づき新規上場申請

者、元引受会員又は立会外分売取扱会員が

提出することとされている書面と同種の書

面を提出したときは、第２号に規定する株

式の分布状況は、次の（ａ）及び（ｂ）に

定めるところにより取り扱うことができる

ものとする。 
（ａ）・（ｂ）  （略） 
ｅ  （略） 
（３）～（９） （略） 

 
４．第５条（Ｑ－Ｂｏａｒｄへの上場審査）関係 

 （１）  第１項各号に掲げる事項の審査は、新

規上場申請書類及び質問等に基づき、それぞ

れ次に掲げる基準に適合するかどうかを検討

するものとする。 

ａ・ｂ  （略） 

ｃ  新規上場申請者が親会社（財務諸表等規

則第８条第３項に規定する親会社をいう。

ただし、（ｃ）においては、新規上場申請

者の議決権（商法第２４１条第３項の規定

により議決権を有しないこととなる場合に

おける当該議決権を含む。以下このｃにお

いて同じ。）の過半数を所有している会社

（新規上場申請者の議決権の過半数を実質

的に所有している会社を含む。））を有し

ている場合（上場後最初に終了する事業年

度の末日までに親会社を有しないこととな
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ととなる見込みがある場合を除く。）には、

ａ及び前ｂに掲げる事項に係る基準のほ

か、次に掲げる基準に適合するかどうかを

検討するものとする。 

（ａ）～（ｃ）  （略） 

（２）  （略） 

 

５．第６条（Ｑ－Ｂｏａｒｄへの上場審査基準）

第１項関係 

（１） （略） 

（２）  株式の分布状況 

ａ～ｆ  （略） 

ｇ  第１号ａただし書に規定する「本所が別

に定める株式」とは、新規上場申請者に人

的分割により営業を承継させる上場会社の

株主（その大株主上位１０名及び特別利害

関係者を除く。）に割り当てられる新規上

場申請者の株式（１単位以上の株式を所有

する株主が所有する株式に限る。）をいう

ものとする。 

 

（３）～（６）  （略） 

 

付    則 

１  この改正規定は、平成１３年１０月１日から

施行し、同日以後に上場申請を行う新規上場申

請者から適用する。ただし、この改正規定施行

の際、現に予備申請を行っている場合であって、

「公募又は売出予定書」に準じて作成した書類

を提出しているときは、なお従前の例によるこ

とができる。 

２  改正後の２．（１）ｂ、同（２）ａ及びｃの

規定にかかわらず、商法等の一部を改正する等

の法律（平成１３年法律第７９号）附則第２条

又は第２４条の規定においてなお従前の例によ

るとされた自己株式については、なお従前の例

により取り扱うものとする。 

 

る見込みがある場合を除く。）には、ａ及

び前ｂに掲げる事項に係る基準のほか、次

に掲げる基準に適合するかどうかを検討す

るものとする。 

（ａ）～（ｃ）  （略） 

（２）  （略） 

 

５．第６条（Ｑ－Ｂｏａｒｄへの上場審査基準）

第１項関係 

（１） （略） 

（２）  株式の分布状況 

ａ～ｆ  （略） 

ｇ  第１号ａただし書に規定する「本所が別

に定める株式」とは、新規上場申請者に人

的分割により営業を承継させる上場会社の

株主（その大株主上位１０名及び特別利害

関係者を除く。）に割り当てられる新規上

場申請者の株式（１株（単位株制度の適用

を受ける場合は、１単位の株式の数）以上

の株式を所有する株主が所有する株式に限

る。）をいうものとする。 

（３）～（６）  （略） 
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上場前の公募又は売出し等に関する規則の取扱いの一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

（競争入札による公募等に係る株式数） 
第２条  上場前公募等規則第４条第１項に規定す
る「本所が定める数量」は、新規上場申請者の

上場前の公募等に係る総株式数に１００分の５

０を乗じて得た株式数以上の数量とする。ただ

し、当該数量が４００単位（１単位は、単元株

制度を採用する場合には１単元の株式の数をい

い、単元株制度を採用しない場合には１株をい

う。）の株式数未満となる場合には、４００単

位の株式数とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２  （略） 

 

付    則 

この改正規定は、平成１３年１０月１日から施

行する。 

（競争入札による公募等に係る株式数） 
第２条  上場前公募等規則第４条第１項に規定す
る「本所が定める数量」は、新規上場申請者の

上場前の公募等に係る総株式数に１００分の５

０を乗じて得た株式数以上の数量とする。ただ

し、当該数量が４０万株（１単位の株式の数（商

法等の一部を改正する法律（昭和５６年法律第

７４号）附則第１６条第１項の規定に基づき会

社が定めた１単位の株式の数をいう。以下同

じ。）が１，０００株以外の場合には、４０万

株に当該１単位の株式の数の１，０００分の１

を乗じて得た株式数に読み替え、単位株制度の

適用を受けない場合には、４０万株に１，００

０分の１を乗じて得た株式数に読み替え、優先

出資の場合には、４０万株と同数の優先出資の

口数に１，０００分の１を乗じて得た口数に読

み替える。以下この取扱いにおける株式数につ

いては、それぞれこれに準じて読み替えるもの

とする。）未満となる場合には、４０万株とす

る。 
２  （略） 
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上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則の取扱いの一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

１． 第１条の２（投資単位の引下げに係る努力等）
第２項関係 
（１） 第２項に規定する「上場株券の最近の

投資単位」とは、直前事業年度の末日からさ

かのぼって１か年における本所の売買立会に

おける当該株券の日々の最終価格（呼値に関

する規則第９条の規定により気配表示された

最終気配値段を含む。以下同じ。）をもとに

算出した１単位当たりの価格の平均と、直前

事業年度の末日における本所の売買立会にお

ける当該株券の最終価格（その日に約定がな

い場合は、直近の最終価格）をもとに算出し

た１単位当たりの価格のうち、いずれか低い

価格をいう。（以下この取扱いにおいて同

じ。） 

（２） 第２項の規定に基づく勧告は、第２条

第６項の規定に基づき開示された内容、取締

役会で決議された投資単位の引下げに関する

方針及び株式の分布状況等を総合的に勘案し

て行うものとする。 
  
１．の２  第２条（会社情報の開示）第１項関係 
  （１）  第１項に規定する投資者の投資判断に
及ぼす影響が軽微なものとして本所が定める

基準のうち同項第１号に掲げる事項に係るも

のは、次のａからｋまでに掲げる区分に応じ

当該ａからｋまでに定めることとする。 
    ａ  第１号ａに掲げる事項 
        発行価額又は売出価額の総額が１億円未
満であると見込まれること。ただし、優先

出資証券にあっては、優先出資をその券面

額を発行価額として優先出資者に対しその

有する優先出資の数に応じて発行する場合

を除く。 

（新設） 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１． 第２条（会社情報の開示）第１項関係 
  （１）  第１項に規定する投資者の投資判断に
及ぼす影響が軽微なものとして本所が定める

基準のうち同項第１号に掲げる事項に係るも

のは、次のａからｋまでに掲げる区分に応じ

当該ａからｋまでに定めることとする。 
    ａ  第１号ａに掲げる事項 
        発行価額又は売出価額の総額が１億円未
満であると見込まれること。ただし、額面

株式をその券面額を発行価額として株主に

対しその有する株式の数に応じて発行する

場合（優先出資証券にあっては、優先出資

をその券面額を発行価額として優先出資者
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    ｂ～ｌ  （略） 
（２）～（４）  （略） 
 
５．第５条（決定事項等に係る通知及び書類の提

出）関係 
  （１）  第１項に規定する投資者の投資判断に
及ぼす影響が軽微なものとして本所が定める

基準は、１．の２（１）に規定する基準（同

（１）ａ及びｂを除く。）をいうものとする。 
（２）  （略） 
（３）  第１項に規定する書類の提出は、次の
ａからｎまでに掲げる事項について決議又は

決定を行った場合に、当該ａからｎまでに定

めるところにより行うものとする。 
ａ～ｄの２  （略） 
ｄの３  第２条第１項第１号ｆの３に掲げる
事項 

        次の（ａ）から（ｅ）までに掲げる書類。
この場合において、上場会社は、（ａ）、

（ｃ）及び（ｅ）イに掲げる書類を本所が

公衆の縦覧に供することに同意するものと

する。 
      （ａ）・（ｂ）  （略） 
      （ｃ）  商法第３７１条第２項において準

用する同法第３６０条第１項に規定する

書面の写し 
          同項の規定により当該書面を本店に備

え置くこととなる日の前日までに 
      （ｄ）・（ｅ）  （略） 
    ｅ  （略） 
ｅの２ 第２条第１項第１号ｇの２に掲げる

事項 
   次の（ａ）から（ｉ）までに掲げる書類。

この場合において、上場会社は、（ａ）か

ら（ｃ）まで、（ｅ）及び（ｇ）に掲げる

に対しその有する優先出資の数に応じて発

行する場合）を除く。 
    ｂ～ｌ  （略） 
  （２）～（４）  （略） 
 
５．第５条（決定事項等に係る通知及び書類の提

出）関係 
  （１）  第１項に規定する投資者の投資判断に
及ぼす影響が軽微なものとして本所が定める

基準は、１．（１）に規定する基準（同（１）

ａ及びｂを除く。）をいうものとする。 
（２）  （略） 
（３）  第１項に規定する書類の提出は、次の
ａからｏまでに掲げる事項について決議又は

決定を行った場合に、当該ａからｏまでに定

めるところにより行うものとする。 
    ａ～ｄの２  （略） 
    ｄの３  第２条第１項第１号ｆの３に掲げる
事項 

        次の（ａ）から（ｅ）までに掲げる書類。
この場合において、上場会社は、（ａ）、

（ｃ）及び（ｅ）イに掲げる書類を本所が

公衆の縦覧に供することに同意するものと

する。 
      （ａ）・（ｂ）  （略） 
      （ｃ）  商法第３７１条第３項において準

用する同法第３６０条第１項に規定する

書面の写し 
          同項の規定により当該書面を本店に備

え置くこととなる日の前日までに 
      （ｄ）・（ｅ）  （略） 
    ｅ  （略） 
  ｅの２ 第２条第１項第１号ｇの２に掲げる

事項 
    次の（ａ）から（ｉ）までに掲げる書類。

この場合において、上場会社は、（ａ）か

ら（ｃ）まで、（ｅ）及び（ｇ）に掲げる
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書類を本所が公衆の縦覧に供することに同

意するものとする。 
   （ａ）～（ｄ） （略） 
   （ｅ） 商法第３７４条の１１第１項（同

法第３７４条の３１第３項において準用

する場合を含む。）に規定する書類の写

し 
     同項の規定により当該書類を本店に備

え置くこととなる日の前日までに 
   （ｆ）～（ｉ）  （略） 
    ｅの３～ｆ  （略） 
    （削る） 
         
 
    ｇ  第２号に掲げる事項 
        （略） 
    ｈ  第５号に掲げる事項 
        （略） 
    ｉ  第６号に掲げる事項 
        （略） 
    ｊ  第７号に掲げる事項 
        （略） 
    ｋ  第９号に掲げる事項 
        （略） 
    ｌ  第１０号に掲げる事項 
        （略） 
    ｍ  第１１号に掲げる事項 
        （略） 
    ｎ  第１２号に掲げる事項 
      （ａ）  （略） 
      （ｂ）  発行価格若しくは売出価格（転換

社債又は転換株式（これらの有価証券に

係る権利を表示する預託証券を含む。）

にあっては発行価格及び転換の条件又は

売出価格、新株引受権付社債（新株引受

権付社債に係る権利を表示する預託証券

を含む。）にあっては発行価格及び新株

書類を本所が公衆の縦覧に供することに同

意するものとする。 
   （ａ）～（ｄ） （略） 
   （ｅ） 商法第３７４条の１１第１項（同

法第３７４条の３１第５項において準用

する場合を含む。）に規定する書類の写

し 
     同項の規定により当該書類を本店に備

え置くこととなる日の前日までに 
   （ｆ）～（ｉ）  （略） 
    ｅの３～ｆ  （略） 
    ｇ  第３号に掲げる事項 
        株式転換日程表及び転換内容説明の通知
書             確定後直ちに 

    ｈ  第４号に掲げる事項 
        （略） 
    ｉ  第７号に掲げる事項 
        （略） 
    ｊ  第８号に掲げる事項 
        （略） 
    ｋ  第９号に掲げる事項 
        （略） 
    ｌ  第１１号に掲げる事項 
        （略） 
    ｍ  第１２号に掲げる事項 
        （略） 
    ｎ  第１３号に掲げる事項 
        （略） 
    ｏ  第１４号に掲げる事項 
      （ａ）  （略） 
      （ｂ）  発行価格（額面金額によるときを

除く。）若しくは売出価格（転換社債又

は転換株式（これらの有価証券に係る権

利を表示する預託証券を含む。）にあっ

ては発行価格及び転換の条件又は売出価

格、新株引受権付社債（新株引受権付社

債に係る権利を表示する預託証券を含
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引受権の内容又は売出価格）が決定され

た場合 
          次に掲げるところによる「発行価格（売

出価格）通知書」 
 
        イ・ロ  （略） 
      （ｃ）  （略） 
（４）  第７号に規定する「その他本所が必要
と認める委託契約」には次に掲げる契約を含

むものとする。 
  ａ・ｂ （略） 
（５）  第１３号に規定する事項には、次に掲
げる事項を含むものとする。 

    ａ～ｋ  （略） 
  （６）・（７）  （略） 
 
６．第６条（上場申請の手続）関係 
  （１）  （略） 
  （２）  上場会社は、自己株式消却決議を行っ
た場合には、遅滞なく当該取締役会の決議に

係る株式数について、変更上場の申請を行う

ものとする。 
 
 
 
 
 

 
７．第６条の２（自己株式取得等の状況に関する

報告等）関係 
第６条の２第１項（第２項において準用する

場合を含む。）に規定する書面には、第６条の

２第１項に掲げる条項に該当した旨並びに自己

株券の買付状況及び自己株式の取得等の状況を

記載するものとする。 
 
 

む。）にあっては発行価格及び新株引受

権の内容又は売出価格）が決定された場

合 
          次に掲げるところによる「発行価格（売

出価格）通知書」 
        イ・ロ  （略） 
      （ｃ）  （略） 
  （４）  第９号に規定する「その他本所が必要
と認める委託契約」には次に掲げる契約を含

むものとする。 
    ａ・ｂ  （略） 
  （５）  第１５号に規定する事項には、次に掲
げる事項を含むものとする。 

    ａ～ｋ  （略） 
  （６）・（７）  （略） 
 
６．第６条（上場申請の手続）関係 
  （１）  （略） 
  （２）  上場会社は、商法第２１２条の２第１
項の規定による定時株主総会の決議又は株式

の消却に関する商法の特例法第３条第１項に

規定する取締役会の決議（同条第４項に規定

する事項に係るものに限る。）があった場合

には、遅滞なく当該定時株主総会の決議又は

当該取締役会の決議に係る株式数について、

あらかじめ一括して変更上場の申請を行うも

のとする。 
 
７．第６条の２（自己株式取得の状況に関する報

告等）関係 
  （１）  第６条の２第１項に規定する取得自己
株式の状況についての本所への報告は、毎月

末日現在における上場株式数及び商法第２１

２条の２第１項又は株式の消却に関する商法

の特例法第３条第１項の規定により取得し、

所有する自己株式数等を記載した書面を翌月

初に提出（ファクシミリによる送信を含む。）
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８．第７条（転換社債の転換の通知等）関係 
  （１）  第７条第１項の規定により上場会社が
行う転換社債若しくは転換株式の株式への転

換通知又は新株引受権付社債の新株引受権若

しくは商法第２８０条の１９第１項の新株引

受権の行使通知及びその時期は、次に掲げる

ところによるものとする。 
    ａ  （略） 
    ｂ  次の場合における株式への転換通知又は
新株引受権の行使通知（ファクシミリによ

る送信を含む。） 
      （ａ）  （略） 
      （ｂ）  上場新株引受権証券各銘柄の上場

総数が５００証券未満となった場合、３

００証券未満となった場合及び上場総数

のすべてについて新株引受権の行使が行

われた場合、上場転換社債若しくは上場

新株引受権付社債の各銘柄の上場額面総

額が５億円未満となった場合、３億円未

満となった場合及び上場額面総額のすべ

てについて転換若しくは新株引受権の行

使が行われた場合又は上場転換株式各銘

柄の上場株式数が５，０００単位未満と

なった場合、１，０００単位未満となっ

た場合及び上場株式総数のすべてについ

て転換が行われた場合     直ちに 
      （ｃ）  （略） 
 （２） （略） 
９．第８条（有価証券の見本の提出）関係 
 （１）・（２）  （略） 

することにより行うものとする。 
  （２）  第６条の２第２項（第３項において準
用する場合を含む。）に規定する書面には、

第６条の２第２項に掲げる条項に該当した旨

並びに自己株券の買付状況及び取得の状況を

記載するものとする。 
 
８．第７条（転換社債の転換の通知等）関係 
  （１）  第７条第１項の規定により上場会社が
行う転換社債若しくは転換株式の株式への転

換通知又は新株引受権付社債の新株引受権若

しくは商法第２８０条の１９第１項の新株引

受権の行使通知及びその時期は、次に掲げる

ところによるものとする。 
    ａ  （略） 
    ｂ  次の場合における株式への転換通知又は
新株引受権の行使通知（ファクシミリによ

る送信を含む。） 
      （ａ）  （略） 
      （ｂ）  上場新株引受権証券各銘柄の上場

総数が５００証券未満となった場合、３

００証券未満となった場合及び上場総数

のすべてについて新株引受権の行使が行

われた場合、上場転換社債若しくは上場

新株引受権付社債の各銘柄の上場額面総

額が５億円未満となった場合、３億円未

満となった場合及び上場額面総額のすべ

てについて転換若しくは新株引受権の行

使が行われた場合又は上場転換株式各銘

柄の上場株式数が５００万株未満となっ

た場合、１００万株未満となった場合及

び上場株式総数のすべてについて転換が

行われた場合          直ちに 
      （ｃ）  （略）   
 （２） （略） 
９．第８条（有価証券の見本の提出）関係 
  （１）・（２）  （略） 
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  （３）  上場会社が商号又は名称を変更する場
合には、変更後の商号又は名称を表示した新

株券を作成し、旧株券（旧優先出資証券を含

む。）との引替えを遅滞なく行うものとする。 
 
 
 
 
１１．第１０条（その他書類の提出）関係 
    第１０条の規定に基づき請求する書類には、
次に掲げる書類を含むものとする。 

    ａ～ｄ  （略） 
    ｅ  上場会社が、その発行する株券（優先株
に関する有価証券上場規程の特例第２条第

２項に規定する優先株等を除く。）につい

て１単元の株式の数に満たない株数を売買

単位とすることを希望する場合には、その

旨を記載した書面 
 

付    則 

１  この改正規定は、平成１３年１０月１日から

施行する。 

２  改正後の６．（２）の規定にかかわらず、商

法等の一部を改正する等の法律（平成１３年法

律第７９号。以下「商法等改正法」という。以

下同じ。）附則第２条又は第２４条の規定にお

いてなお従前の例によるとされた自己株式につ

いては、なお従前の例により取り扱うものとす

る。 

３  改正後の７．の規定にかかわらず、商法等改

正法附則の規定に基づき取得する自己株式又は

同附則の規定に基づく自己株式の取得について

は、なお従前の例により取り扱うものとする（改

正前７．（１）を除く。）。 

  （３）  上場会社が商号若しくは名称又は額面
金額を変更する場合には、変更後の商号若し

くは名称又は額面金額を表示した新株券を作

成し、旧株券（旧優先出資証券を含む。）と

の引替えを遅滞なく行うものとする。ただし、

株式分割に伴い額面金額が読み替えられる場

合は、この限りでない。 
 
１１．第１０条（その他書類の提出）関係 
    第１０条の規定に基づき請求する書類には、
次に掲げる書類を含むものとする。 

    ａ～ｄ  （略） 
    （新設） 
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株券上場廃止基準の取扱いの一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

１．第２条（上場廃止基準）関係 
（１）  上場株式数 
第１号に規定する上場株式数の取扱いは次

のとおりとする。 
ａ   第１号に規定する上場株式数について
は、上場株式数から上場会社が所有する自

己株式の数（自己株式処分等決議を行った

場合には、当該決議に係る株式数を除く。）

を減じた株式数を上場株式数とみなして審

査を行うものとする。 
ｂ  上場銘柄が２銘柄以上である場合は、こ
のうち、代替性の最も強い銘柄の上場株式

数が２，０００単位未満となるときに第１

号に該当するものとして取り扱う。 
ｃ  上場株式数が２，０００単位未満となる
場合において、当該上場会社から上場株式

数の減少に関する株主総会決議についての

書面による報告を受けたときは、第１号に

該当するものとして取り扱う。 
 
 
 
 
（削る） 

 
 
 
 
 
（２）  株式の分布状況 
ａ～ｅ  （略） 
ｆ  株券上場審査基準の取扱い２．（２）ａ
の（ｂ）（少数特定者持株数及び株主数の

１．第２条（上場廃止基準）関係 
（１）  上場株式数 
第１号に規定する上場株式数の取扱いは次

のとおりとする。 
（新設） 
 
 
 
 
 
ａ  上場銘柄が２銘柄以上である場合は、こ
のうち、代替性の最も強い銘柄の上場株式

数が２００万株未満となるときに第１号に

該当するものとして取り扱う。 
ｂ  上場株式数が２００万株未満となる場合
において、当該上場会社から上場株式数の

減少に関する株主総会決議（商法第２１２

条の２第１項の規定による定時株主総会の

決議及び株式の消却に関する商法の特例法

第３条の規定に関する株主総会決議を除

く。）についての書面による報告を受けた

ときは、第１号に該当するものとして取り

扱う。 
ｃ  商法第２１２条の２第１項又は株式の消
却に関する商法の特例法第３条第１項の規

定により自己株券の買付けを行う場合に

は、上場株式数から２００万株を減じた株

式数を超えて自己株式を取得したときに第

１号に該当するものとする。 
（２）  株式の分布状況 
ａ～ｅ  （略） 
ｆ  株券上場審査基準の取扱い２．（２）ａ
の（ｃ）（少数特定者持株数及び株主数の
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算定の取扱い）の規定は、上場会社が自己

株式処分等決議を行った場合に準用する。 
 
ｇ  株券上場審査基準の取扱い２．（２）ａ
の（ｃ）（少数特定者持株数及び株主数の

算定の取扱い）の規定は、上場会社が自己

株式消却決議を行った場合に準用する。 
 
 
 
ｈ  株券上場審査基準の取扱い２．（２）ａ
の（ｄ）（株主数の算定の取扱い）の規定

は、上場会社が有価証券報告書提出後１週

間以内又は株主名簿の閉鎖時又は基準日後

２か月以内に、株主又は特定金銭信託の委

託者等について本所の定める事項を記載し

た書類を提出したときには、第２号ｂに規

定する株主数の算定について準用する。 
ｉ  （略） 
ｊ 株主数が第２号ｂに定める人数に満たな

い銘柄が、猶予期間経過後３か月目の月の

末日以前に、株式分割（同時に１単元の株

式の数の多い数への変更を行っている場合

には、実質的に株式分割が行われたと認め

られるものに限る。）を猶予期間の最終日

の属する月の翌月から起算して５か月目の

月の初日までに行うことを決議した場合に

は、決議の日における株主数（最近の株主

名簿の閉鎖時又は基準日（以下「基準日等」

という。）の株主数をいう。ただし、本所

の定める事項を記載した書類を提出したと

きは、当該基準日等の株主数に当該基準日

等における単元未満株式のみを所有する株

主（単元株制度を採用しない場合には、端

株原簿のみに記載のある端株主）のうち、

当該株式分割により１単元の株式の数以上

算定の取扱い）の規定は、上場会社が商法

第２１０条の２第１項の規定により自己株

式を取得し、所有する場合に準用する。 
ｇ  株券上場審査基準の取扱い２．（２）ａ
の（ｄ）（少数特定者持株数及び株主数の

算定の取扱い）の規定は、上場会社が商法

第２１２条の２第１項又は株式の消却に関

する商法の特例法第３条第１項の規定によ

り自己株式を取得し、所有する場合に準用

する。 
ｈ  株券上場審査基準の取扱い２．（２）ａ
の（ｅ）（株主数の算定の取扱い）の規定

は、上場会社が有価証券報告書提出後１週

間以内又は株主名簿の閉鎖時又は基準日後

２か月以内に、株主又は特定金銭信託の委

託者等について本所の定める事項を記載し

た書類を提出したときには、第２号ｂに規

定する株主数の算定について準用する。 
ｉ  （略） 
ｊ 株主数が第２号ｂに定める人数に満たな

い銘柄が、猶予期間内又は猶予期間経過後

３か月以内に１株を1.5株以上に分割する

株式分割（同時に１単位の株式の数の多い

数への変更を行っている場合には、実質的

に1.5株以上に分割されたと認められるも

のに限る。以下この取扱いにおいて同じ。）

を行う場合（猶予期間の最終日以前に決議

した場合に限る。）には、決議の時（審査

対象決算期以前に決議した場合には当該審

査対象期間）に第２号ｂに定める人数に達

したものとして取り扱うものとする。 
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の株式を所有する株主（単元株制度を採用

しない場合には、株主）となるべき者の数

を加えた人数をいう。）が、同号に定める

人数に達している場合には、決議の時（審

査対象決算期以前に決議した場合には当該

審査対象決算期とし、猶予期間経過後に決

議した場合には猶予期間の最終日とする。）

に当該銘柄の株主数が同号に定める人数に

達したものとして取り扱うものとする。こ

の場合において決議の日における上場株式

数（猶予期間の最終日以前に決議した場合

には当該審査対象決算期の末日の上場株式

数を、猶予期間経過後に決議した場合には

猶予期間の最終日の上場株式数を当該株式

分割の分割比率で除したものをいう。）を

同号の上場株式数とみなすものとする。 
ｋ 株主数が第２号ｂに定める人数に満たな

い銘柄が、猶予期間経過後３か月目の月の

末日以前に、１単元の株式の数の少ない数

への変更を猶予期間の最終日の属する月の

翌月から起算して５か月目の月の初日まで

に行うことを決議（当該変更を行う旨を株

主総会に付議する場合には当該株主総会の

決議をいう。以下このｋにおいて同じ。）

した場合には、決議の日における株主数（基

準日等の株主数をいう。ただし、本所の定

める事項を記載した書類を提出したとき

は、当該基準日等の株主数に当該基準日等

における単元未満株式のみを所有する株主

のうち、当該１単元の株式の数の変更によ

り１単元の株式の数以上の株式を所有する

株主となるべき者の数を加えた人数をい

う。）が、同号に定める人数に達している

場合には、決議の時（審査対象決算期以前

に決議した場合には当該審査対象決算期と

し、猶予期間経過後に決議した場合には猶

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ｋ 株主数が第２号ｂに定める人数に満たな

い銘柄が、猶予期間内又は猶予期間の最終日

の属する月の翌月から起算して５か月目の月

の初日（初日が休業日に当たるときは、順次

繰り下げる。以下同じ。）までの間に１単位

の株式の数の２分の１以下への変更を行う場

合（株主総会に付議することを猶予期間の最

終日以前に取締役会において決議した場合に

限る。）には、当該株主総会における決議の

時（審査対象決算期以前に決議した場合には

当該審査対象決算期とし、猶予期間経過後に

決議した場合には猶予期間の最終日とする。）

に第２号ｂに定める人数に達したものとして

取り扱うものとする。 
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予期間の最終日とする。）に当該銘柄の株

主数が同号に定める人数に達したものとし

て取り扱うものとする。この場合において、

決議の日における上場株式数（猶予期間の

最終日以前に決議した場合には当該審査対

象決算期の末日の上場株式数について、猶

予期間経過後に決議した場合には猶予期間

の最終日の上場株式数について変更後の１

単元の株式数を１単位の株式数とみなして

算定した株式数をいう。）を同号の上場株

式数とみなすものとする。 
（削る） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ｌ （略） 
（３）  売買高 
ａ～ｃ （略） 
ｄ 上場会社がｂに規定する日からさかのぼ

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ｌ 株主数が第２号ｂに定める人数に満たな

い銘柄が、猶予期間経過後３か月以内に、

１株を 1.5 株以上に分割する株式分割又は

１単位の株式の数の２分の１以下への変更

を猶予期間の最終日の属する月の翌月から

起算して５か月目の月の初日までに行うこ

とを決議した場合（１単位の株式の数の変

更については、株主総会に付議することを

猶予期間の最終日以前に取締役会において

決議した場合を除く。）において、当該期

間内に株主等について本所の定める事項を

記載した書類を提出したときは、猶予期間

の最終日における単位未満株式のみを所有

する株主（単位株制度の適用を受けない場

合には、端株原簿のみに記載のある端株主）

のうち、当該株式分割又は１単位の株式の

数の変更により１単位の株式の数以上の株

式を所有する株主（単位株制度の適用を受

けない場合には、株主）となるべき者の数

は、猶予期間の最終日における株主数に加

算することができるものとする。 

ｍ （略） 
（３）  売買高 
ａ～ｃ （略） 
ｄ 上場会社がｂに規定する日からさかのぼ
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って１年以内に１単元の株式の数の変更を

行っている場合には、当該変更前について

は当該変更前の１単元の株式の数、当該変

更後については当該変更後の１単元の株式

の数に基づき、第３号に規定する売買高を

算定するものとする。 
e  第３号ただし書に規定する「公募、売出し
又は立会外分売」については、次の取扱い

による。 
（ａ）  （略） 
（ｂ）  公募又は売出しは、上場銘柄が第３
号ａ及びｂに該当したと本所が認めた日

から起算して３か月以内に、当該上場会社

の大株主上位１０名及び特別利害関係者

以外の不特定多数の者に５単位以下の範

囲において１単位ごとに、均一の価額で行

うものとする。この場合には、申込期間の

最初の日をもって公募又は売出しを行っ

たものとして取り扱う。 
（ｃ）  立会外分売（業務規程第３０条に規
定する立会外分売をいう。以下この取扱い

において同じ。）は、上場銘柄が第３号ａ

及びｂに該当したと本所が認めた日から

起算して３か月以内に５単位以下の範囲

内で買付申込数量に限度を設けて行うも

のとする。 
（ｄ） 公募、売出し又は立会外分売のため
に必要とする株式数は、２００単位以上

で、その都度本所が定める株式数とする。 
ｆ  （略） 
（４）～（１２）  （略） 

 
２．第２条の２（Ｑ－Ｂｏａｒｄの上場廃止基準）

関係 
(1) 1.(2)ａからｃまで及びｆからｋまでの規

定は、第１号（ただし書を除く。）の場合に

って１年以内に１単位の株式の数の変更を

行っている場合には、当該変更前について

は当該変更前の１単位の株式の数、当該変

更後については当該変更後の１単位の株式

の数に基づき、第３号に規定する売買高を

算定するものとする。 
e  第３号ただし書に規定する「公募、売出し
又は立会外分売」については、次の取扱い

による。 
（ａ）  （略） 
（ｂ）  公募又は売出しは、上場銘柄が第３
号ａ及びｂに該当したと本所が認めた日

から起算して３か月以内に、当該上場会社

の大株主上位１０名及び特別利害関係者

以外の不特定多数の者に５，０００株以下

の範囲において１，０００株単位、かつ、

均一の価額で行うものとする。この場合に

は、申込期間の最初の日をもって公募又は

売出しを行ったものとして取り扱う。 
（ｃ）  立会外分売（業務規程第３０条に規
定する立会外分売をいう。以下この取扱い

において同じ。）は、上場銘柄が第３号ａ

及びｂに該当したと本所が認めた日から

起算して３か月以内に５，０００株以下の

範囲内で買付申込数量に限度を設けて行

うものとする。 
（ｄ） 公募、売出し又は立会外分売のため
に必要とする株式数は、２０万株以上で、

その都度本所が定める株式数とする。 
ｆ  （略） 
（４）～（１２）  （略） 
 
２．第２条の２（Ｑ－Ｂｏａｒｄの上場廃止基準）

関係 
(1) 1.(2)ａからｃまで及びｆからｌまでの規

定は、第１号（ただし書を除く。）の場合に
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準用する。この場合において、1.(2)中「第２

号ａに規定する「１か年以内に上場株式数の

80％以下とならないとき」又は同号ｂに規定

する「１か年以内に 150 人以上とならないと

き」」とあるのは「第１号に規定する「１か

年以内に５０人以上とならないとき」」と、

「上場株式数の 80％以下にならないとき又

は、150 人以上とならないとき」とあるのは、

「５０人以上とならないとき」と、1.(2)ｈか

らｋまでの規定中「第２号ｂ」とあるのは「第

１号」と読み替える。 
  
（２） １．（２）ｌ（少数特定者持株数及び 
株主数の算定の取扱い）の規定（少数特定者 
持株数に係る部分を除く。）は、第１号ただ 
し書の場合に準用する。 

 
 

付    則 

１  この改正規定は、平成１３年１０月１日か

ら施行し、改正後の１．（２）ｊ及びｋの規

定は､この改正規定施行の日以後に審査対象

決算期が到来する株主数の審査から適用す

る。 

２  改正後の１．（１）及び（２）ｆ並びにｇ

の規定にかかわらず、商法等の一部を改正す

る等の法律（平成１３年法律第７９号。）附

則第２条又は第２４条の規定においてなお従

前の例によるとされた自己株式については、

なお従前の例により取り扱うものとする。 
 

準用する。この場合において、1.(2)中「第２

号ａに規定する「１か年以内に上場株式数の

80％以下とならないとき」又は同号ｂに規定

する「１か年以内に 150 人以上とならないと

き」」とあるのは「第１号に規定する「１か

年以内に５０人以上とならないとき」」と、

「上場株式数の 80％以下にならないとき又

は、150 人以上とならないとき」とあるのは、

「５０人以上とならないとき」と、1.(2)ｈか

らｌまでの規定中「第２号ｂ」とあるのは「第

１号」と読み替える。 
  
（２） １．（２）ｍ（少数特定者持株数及び 
株主数の算定の取扱い）の規定（少数特定者 
持株数に係る部分を除く。）は、第１号ただ 
し書の場合に準用する。 
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優先株に関する有価証券上場規程の特例の取扱いの一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

３．第４条（上場廃止基準）関係 
（削る） 
 
 
 
 
 

 
（１）  第２項第２号に規定する株式の分布状
況の取扱いは、次のとおりとする。 
ａ・ｂ  （略） 
ｃ 株券上場廃止基準の取扱い１．（２）ｅ

（少数特定者持株数及び株主数の算定の取

扱い）及び株券上場審査基準の取扱い２．

（２）ａの（ｄ）（株主数の算定の取扱い）

の規定は、上場会社が有価証券報告書提出

後１週間以内（ｅにおいて準用する株券上

場廃止基準の取扱い１．（２）ｄにおいて

株主名簿の閉鎖を行った場合若しくは基準

日を設けた場合又はｈにおいて準用する株

券上場廃止基準の取扱い１．（２）ｉに規

定する株主名簿の閉鎖を行った場合若しく

は基準日を設けた場合には、当該株主名簿

の閉鎖時又は基準日後２か月以内）に、株

主又は特定金銭信託の委託者等について本

所の定める事項を記載した書類を提出した

ときには、第２号（同号ただし書を除く。）

に規定する優先株少数特定者持株数又は優

先株株主数の算定について準用する。 

ｄ  「１か年以内に優先株の発行済株式数の
７５％以下とならないとき」又は「１か年

以内に１５０人に達しないとき」とは、審

査対象決算期の翌日から起算して１か年目

３．第４条（上場廃止基準）関係 
（１）  第２項第１号に規定する上場株式数に
ついては、上場会社が商法第２１２条の２第

１項又は株式の消却に関する商法の特例法第

３条第１項の規定により自己株券の買付けを

行う場合には、上場株式数から１００万株を

減じた株式数を超えて自己株式を取得したと

きに、第１号に該当するものとする。 
（２）  第２項第２号に規定する株式の分布状
況の取扱いは、次のとおりとする。 
ａ・ｂ  （略） 
ｃ 株券上場廃止基準の取扱い１．（２）ｅ

（少数特定者持株数及び株主数の算定の取

扱い）及び株券上場審査基準の取扱い２．

（２）ａの（ｅ）（株主数の算定の取扱い）

の規定は、上場会社が有価証券報告書提出

後１週間以内（ｅにおいて準用する株券上

場廃止基準の取扱い１．（２）ｄにおいて

株主名簿の閉鎖を行った場合若しくは基準

日を設けた場合又はｈにおいて準用する株

券上場廃止基準の取扱い１．（２）ｉに規

定する株主名簿の閉鎖を行った場合若しく

は基準日を設けた場合には、当該株主名簿

の閉鎖時又は基準日後２か月以内）に、株

主又は特定金銭信託の委託者等について本

所の定める事項を記載した書類を提出した

ときには、第２号（同号ただし書を除く。）

に規定する優先株少数特定者持株数又は優

先株株主数の算定について準用する。 

ｄ  「１か年以内に上場株式数の７５％以下
とならないとき」又は「１か年以内に１５

０人に達しないとき」とは、審査対象決算

期の翌日から起算して１か年目の日（上場



 

- 66 - 

の日（上場銘柄の優先株が財団法人証券保

管振替機構が保管振替事業において取り扱

う株券である場合であって、決算期の変更

により当該１か年目の日が当該優先株の発

行者の決算期に当たらないときは、当該１

か年目の日後最初に到来する決算期）まで

の期間内において優先株の発行済株式数の

７５％以下とならないとき又は当該人数に

達しないときをいうものとする。（当該期

間の最終日現在の上場株式数を基準とす

る。） 
ｅ  （略） 
ｆ  株券上場審査基準の取扱い２．（２）ａ
の（ｂ）（少数特定者持株数及び株主数の

算定の取扱い）の規定は、上場会社が自己

株式処分等決議を行った場合に準用する。 
 
ｇ  株券上場審査基準の取扱い２．（２）ａ
の（ｃ）（少数特定者持株数及び株主数の

算定の取扱い）の規定は、上場会社が自己

株式消却決議を行った場合に準用する。 
 
 
 
ｈ  （略） 
ｉ  株券上場廃止基準の取扱い１．（２）ｌ
（少数特定者持株数及び株主数の算定の取

扱い）の規定は、第２項第２号ただし書の

場合に準用する。 
（２）  （略） 
（３）  （略） 
（４）  （略） 

 
５．昭和５７年１０月１日改正付則第２項（経過

措置）関係 
３．（１）ｃ（少数特定者持株数の算定の取

銘柄の優先株が財団法人証券保管振替機構

が保管振替事業において取り扱う株券であ

る場合であって、決算期の変更により当該

１か年目の日が当該優先株の発行者の決算

期に当たらないときは、当該１か年目の日

後最初に到来する決算期）までの期間内に

おいて上場株式数の７５％以下とならない

とき又は当該人数に達しないときをいうも

のとする。（当該期間の最終日現在の上場

株式数を基準とする。） 
 
ｅ  （略） 
ｆ  株券上場審査基準の取扱い２．（２）ａ
の（ｃ）（少数特定者持株数及び株主数の

算定の取扱い）の規定は、上場会社が商法

第２１０条の２第１項の規定により自己株

式を取得し、所有する場合に準用する。 
ｇ  株券上場審査基準の取扱い２．（２）ａ
の（ｄ）（少数特定者持株数及び株主数の

算定の取扱い）の規定は、上場会社が商法

第２１２条の２第１項又は株式の消却に関

する商法の特例法第３条第１項の規定によ

り自己株式を取得し、所有する場合に準用

する。 
ｈ  （略） 
ｉ  株券上場廃止基準の取扱い１．（２）ｍ
（少数特定者持株数及び株主数の算定の取

扱い）の規定は、第２項第２号ただし書の

場合に準用する。 
（３）  （略） 
（４）  （略） 
（５）  （略） 

 
５．昭和５７年１０月１日改正付則第２項（経過

措置）関係 
３．（２）ｃ（少数特定者持株数の算定の取
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扱い）の規定は、昭和５７年１０月１日改正付

則第２項の規定が適用される場合に準用する。

この場合において、３．（１）ｃにおいて準用

する株券上場廃止基準の取扱い１．（２）ｅ中

「明らかに固定的所有でないと認められる株式

を除き、所有株式数の多い順に１０名の株主が

所有する株式」とあるのは「優先株の所有数の

多い順に１０名の株主が所有する優先株（明ら

かに固定的所有でないと認められる優先株を除

く。）」と読み替えるものとする。 
 
６．昭和５７年１０月１日改正付則第４項（経過

措置）関係 
３．（１）（株式の分布状況の取扱い）の規

定は、昭和５７年１０月１日改正付則第４項の

規定に基づき第４条第２項第２号ａの規定が読

み替えられて適用される場合に準用する。この

場合において、３．（１）ｄ中「７５％」とあ

るのは「８０％」と読み替えるものとする。 
 

扱い）の規定は、昭和５７年１０月１日改正付

則第２項の規定が適用される場合に準用する。

この場合において、３．（２）ｃにおいて準用

する株券上場廃止基準の取扱い１．（２）ｅ中

「明らかに固定的所有でないと認められる株式

を除き、所有株式数の多い順に１０名の株主が

所有する株式」とあるのは「優先株の所有数の

多い順に１０名の株主が所有する優先株（明ら

かに固定的所有でないと認められる優先株を除

く。）」と読み替えるものとする。 
 
６．昭和５７年１０月１日改正付則第４項（経過

措置）関係 
３．（２）（株式の分布状況の取扱い）の規

定は、昭和５７年１０月１日改正付則第４項の

規定に基づき第４条第２項第２号ａの規定が読

み替えられて適用される場合に準用する。この

場合において、３．（２）ｄ中「７５％」とあ

るのは「８０％」と読み替えるものとする。 
 

付    則 

１  この改正規定は、平成１３年１０月１日から

施行する。 

２  改正後の３．の規定にかかわらず、商法等の

一部を改正する等の法律（平成１３年法律第７

９号）附則第２条又は第２４条の規定において

なお従前の例によるとされた自己株式について

は、なお従前の例により取り扱うものとする。 
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土地の再評価差額金をもってする株式の消却に関する有価証券上場規程に関する取扱い要領の特例 

の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

１． 有価証券上場規程第３条（新規上場申請手続）
第１項関係 
土地再評価法第８条の２の規定の適用を受け

て自己株式の取得を行う新規上場申請者は、土地

再評価法第８条の２第１項の規定により取得し、

所有する自己株式数及び直前の決算期に関する

定時株主総会後に同条第３項において準用する

株式の消却の手続に関する商法の特例に関する

法律（以下「株式の消却に関する商法の特例法」

という。）第３条の２第１項の規定による決議が

あった場合の当該決議に係る株式数（当該決議に

基づき取得した株式数を除く。）を、有価証券上

場規程に関する取扱い要領１．の２ （２）の規
定に準じて有価証券上場申請書に記載するもの

とする。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２． 有価証券上場規程第１０条（上場有価証券の

変更上場申請手続）関係 

本所は、上場会社が土地再評価法第８条の２

第１項に規定する取締役会の決議を行っている

場合には、当該取締役会の決議に基づき取得し、

１． 有価証券上場規程第３条（新規上場申請手続）
第１項関係 
土地再評価法第８条の２の規定の適用を受け

て自己株式の取得を行う新規上場申請者に対す

る有価証券上場規程に関する取扱い要領１．

（２） の規定の適用については、同（２）中「第
３条第１項に規定する」とあるのは「第３条第１

項若しくは土地再評価法第８条の２第１項に規

定する」と、「並びに株式の消却に関する商法の

特例法第３条第１項の規定により取得し、所有す

る自己株式数及び直前の決算期に関する定時株

主総会後に同項の規定による決議があった場合

の当該決議に係る株式数（当該決議に基づき取得

した株式数を除く。）」とあるのは「、株式の消

却に関する商法の特例法第３条第１項の規定に

より取得し、所有する自己株式数及び直前の決算

期に関する定時株主総会後に同項の規定による

決議があった場合の当該決議に係る株式数（当該

決議に基づき取得した株式数を除く。）並びに土

地再評価法第８条の２第１項の規定により取得

し、所有する自己株式数及び直前の決算期に関す

る定時株主総会後に同条第３項において準用す

る株式の消却に関する商法の特例法第３条の２

第１項の規定による決議があった場合の当該決

議に係る株式数（当該決議に基づき取得した株式

数を除く。）」とする。 
 

２． 有価証券上場規程第１０条（上場有価証券の

変更上場申請手続）関係 

土地再評価法第８条の２の規定の適用を受け

て自己株式の取得を行う上場会社に対する有価

証券上場規程に関する取扱い要領１５．（１）
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消却された株式数及び所有する自己株式数につ

いての当該上場会社からの通知を受け本所が確

認する都度、有価証券上場規程に関する取扱い

要領１５．（１）に準じて変更上場の手続を行

うものとする。 

 
３． 株券上場審査基準第４条（上場審査基準）第
１項関係 
（１） 新規上場申請者が土地再評価法第８条

の２の規定の適用を受けて自己株式の取得を

行う場合にあっては、株券上場審査基準の取

扱い２．（１）ｂの規定により上場株式数と

みなされた株式数を上場株式数とみなして審

査を行うものとする。 
（２） 新規上場申請者が土地再評価法第８条

の２の規定の適用を受けて自己株式の取得を

行う場合にあっては、株券上場審査基準の取

扱い２．（２）ａの（ｃ）の規定に加え、新

規上場申請者が土地再評価法第８条の２第１

項の規定により取得し、所有する自己株式は

これを所有していないものとみなすものとす

る。 
（３） 新規上場申請者が土地再評価法第８条

の２第１項に規定する取締役会の決議（同条

第３項において準用する株式の消却に関する

商法の特例法第３条の２第４項に規定する事

項に係るものに限る。）に基づき自己株券を

買付けることができる場合は、株券上場審査

基準の取扱い２．（２）ｃの規定に準じて、

同ａ及びｂの規定（（１）及び前（２）の規

定による取扱いを含む。）に基づき算定した

株主数から当該自己株券を買付けることによ

り減少する株主数を減じるものとする。この

場合にあっては、同ｃの（ａ）中「買い付け

た自己株券に係る株式数」とあるのは「買い

付けることができる自己株券に係る株式数」

の規定の適用については、同（１）中「第３条

第１項」とあるのは「第３条第１項若しくは土

地再評価法第８条の２第１項」とする。 

 
 
 
３． 株券上場審査基準第４条（上場審査基準）第
１項関係 
土地再評価法第８条の２の規定の適用を受け

て自己株式の取得を行う新規上場申請者に対す

る株券上場審査基準の取扱い２．（１）ｂ、同（２）

ａの（ｄ）及び同（２）ｃの規定の適用について

は、同取扱い２．（１）ｂ中「第３条第１項に規

定する」とあるのは「第３条第１項若しくは土地

再評価法第８条の２第１項に規定する」と、「並

びに株式の消却に関する商法の特例法第３条第

１項の規定により取得し、所有する自己株式数及

び直前の決算期に関する定時株主総会後に同項

の規定による決議があった場合の当該決議に係

る株式数（当該決議に基づき取得した株式数を除

く。）」とあるのは「、株式の消却に関する商法

の特例法第３条第１項の規定により取得し、所有

する自己株式数及び直前の決算期に関する定時

株主総会後に同項の規定による決議があった場

合の当該決議に係る株式数（当該決議に基づき取

得した株式数を除く。）並びに土地再評価法第８

条の２第１項の規定により取得し、所有する自己

株式数及び直前の決算期に関する定時株主総会

後に同条第３項において準用する株式の消却に

関する商法の特例法第３条の２第１項の規定に

よる決議があった場合の当該決議に係る株式数

（当該決議に基づき取得した株式数を除く。）」

と、同（２）ａの（ｄ）中「第３条第１項」とあ

るのは「第３条第１項若しくは土地再評価法第８

条の２第１項」と、同（２）ｃ中「第３条第１項

に規定する取締役会の決議（同条第４項に規定す
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と読み替えるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示

等に関する規則第６条（上場申請の手続）関係 

土地再評価法第８条の２の規定の適用を受け

て自己株式の取得を行う上場会社は、土地再評

価法第８条の２第１項に規定する取締役会の決

議（同条第３項において準用する株式の消却に

関する商法の特例法第３条の２第４項に規定す

る事項に係るものに限る。）があった場合には、

遅滞なく当該取締役会の決議に係る株式数につ

いて、あらかじめ一括して変更上場の申請を行

うものとする。 

 

 

 

 

 

（削る） 
 
 
 
 
 
 
 
 

る事項に係るものに限る。）」とあるのは「第３

条第１項に規定する取締役会の決議（同条第４項

に規定する事項に係るものに限る。）若しくは土

地再評価法第８条の２第１項に規定する取締役

会の決議（同条第３項において準用する株式の消

却に関する商法の特例法第３条の２第４項に規

定する事項に係るものに限る。）」とする。 
 

 

 

 

４．上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示

等に関する規則第６条（上場申請の手続）関係 

土地再評価法第８条の２の規定の適用を受け

て自己株式の取得を行う上場会社に対する上場

有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関

する規則の取扱い６．（２）の規定の適用につ

いては、同（２）中「第３条第１項に規定する

取締役会の決議（同条第４項に規定する事項に

係るものに限る。）」とあるのは「第３条第１

項に規定する取締役会の決議（同条第４項に規

定する事項に係るものに限る。）若しくは土地

再評価法第８条の２第１項に規定する取締役会

の決議（同条第３項において準用する株式の消

却に関する商法の特例法第３条の２第４項に規

定する事項に係るものに限る。）」とする。 

 

５．上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示

等に関する規則第６条の２（自己株式取得の状

況に関する報告等）関係 

土地再評価法第８条の２の規定の適用を受け

て自己株式の取得を行う上場会社に対する上場

有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関

する規則の取扱い７．（１）の規定の適用につ

いては、同（１）中「第３条第１項」とあるの

は「第３条第１項若しくは土地再評価法第８条
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５．株券上場廃止基準第２条（上場廃止基準）関

係 

 （１） 土地再評価法第８条の２の規定の適用

を受けて自己株式の取得を行う上場会社に対

する株券上場廃止基準の取扱い１．（１）ｃ

の規定の適用については、同ｃ中「株主総会

決議」とあるのは「株主総会決議（土地再評

価法第８条の２の規定に関する株主総会決議

を除く。）」とする。 
 （２） 土地再評価法第８条の２第１項の規定

により自己株券の買付けを行う場合の株券上

場廃止基準第２条第１号の規定を適用につい

ては、上場株式数から２，０００単位を減じ

た株式数を超えて自己株式を取得したときに

同号に該当するものとする。 

 （３） ３．（２）の規定は、上場会社が土地

再評価法第８条の２の規定の適用を受けて自

己株式の取得を行う場合において、株券上場

廃止基準の取扱い１．（２）ｇの規定を適用

する場合について準用する。 

６．優先株に関する有価証券上場規程の特例第４

条（上場廃止基準）関係 

 （１） 土地再評価法第８条の２第１項の規定

により自己株券の買付けを行う場合におい

て、優先株に関する有価証券上場規程の特例

第４条第２項第１号の規定の適用について

は、上場株式数から１，０００単位を減じた

株式数を超えて自己株式を取得したときに同

号に該当するものとする。 

 （２） ３．（２）の規定は、上場会社が土地

再評価法第８条の２の規定の適用を受けて自

己株式の取得を行う場合において、優先株に

関する有価証券上場規程の特例の取扱い３．

（１）ｇの規定を適用する場合について準用

の２第１項」とする。 

 
６．株券上場廃止基準第２条（上場廃止基準）第

１項関係 

土地再評価法第８条の２の規定の適用を受け

て自己株式の取得を行う上場会社に対する株券

上場廃止基準の取扱い１．（１）ｂ及びｃ並び

に（２）ｇの規定の適用については、同（１）

ｂ中「第３条」とあるのは「第３条又は土地再

評価法第８条の２」と、同（１）ｃ及び（２）

ｇ中「第３条第１項」とあるのは「第３条第１

項若しくは土地再評価法第８条の２第１項」と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．優先株に関する有価証券上場規程の特例第４

条（上場廃止基準）関係 

土地再評価法第８条の２の規定の適用を受け

て自己株式の取得を行う上場会社に対する優先

株及び優先証券等に関する有価証券上場規程の

特例の取扱い３．（１）及び（２）ｇの規定の

適用については、同（１）及び（２）ｇ中「第

３条第１項」とあるのは「第３条第１項若しく

は土地再評価法第８条の２第１項」とする。 
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する。 

 
付    則 

この改正規定は、平成１３年１０月１日から施

行する。 
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制度信用取引に係る権利の処理に関する規則の一部改正新旧対照表 

新 旧 

（新株式の引受け） 

第５条 （略） 

２ 前条の規定にかかわらず、制度信用取引を行

っている銘柄について株式分割等による株式を

受ける権利が付与された場合において、割り当

てられた新株式（商法第374条の19の規定によ

り移転する株式を含む。以下同じ。）のうち、

業務規程第１５条の規定に基づき本所が定める

売買単位（当該新株式の発行者が発行する株券

が本所若しくは国内の他の証券取引所に上場さ

れている銘柄又は日本証券業協会に登録されて

いる銘柄のいずれでもない場合にあっては、１

単位（１単位は、単元株制度を採用する場合に

は１単元の株式の数（商法２２１条第１項の規

定に基づき会社が定めた１単元の株式の数をい

う。）をいい、単元株制度を採用しない場合に

は１株をいい、優先出資証券にあっては１口を

いう。）とする。以下同じ。）の整数倍の数の

新株式について信用買顧客がその引受けを希望

し、かつ、正会員がこれに応じることができる

ときは、正会員は、新株券（商法第374条の19

の規定により移転する株式に係る株券を含む。

以下同じ。）を引き渡すことにより処理するこ

とができるものとする。 

３ （略） 

 

別表 引受権価額算出に関する表 

１～３ （略） 

 （注）１．落札新株引受権等の数には、日証金

が入札以外の方法により売買単位に満

たない数の新株式の新株引受権等を処

理した場合の当該新株引受権等の数を

含むものとし、新株引受権等処分総代

金及び新株引受権等買入総代金には、

日証金が入札以外の方法により売買単

位に満たない数の新株式の新株引受権

（新株式の引受け） 

第５条 （略） 

２ 前条の規定にかかわらず、制度信用取引を行

っている銘柄について株式分割等による株式を

受ける権利が付与された場合において、割り当

てられた新株式（商法第374条の19の規定によ

り移転する株式を含む。以下同じ。）のうち、

１単位（商法等の一部を改正する法律（昭和５

６年法律第74号）附則第16条第1項に規定する

１単位をいう。ただし、単位株制度の適用を受

けない場合には、１株とし、優先出資証券の場

合には、業務規程第15条の規定に基づき本所が

定める売買単位とする。以下同じ。）の整数倍

の数の新株式について信用買顧客がその引受け

を希望し、かつ、正会員がこれに応じることが

できるときは、正会員は、新株券（商法第374

条の19の規定により移転する株式に係る株券を

含む。以下同じ。）を引き渡すことにより処理

することができるものとする。 

 

 

 

 

 

３ （略） 

 

別表 引受権価額算出に関する表 

１～３ （略） 

 （注）１．落札新株引受権等の数には、日証金

が入札以外の方法により１単位に満た

ない数の新株式の新株引受権等を処理

した場合の当該新株引受権等の数を含

むものとし、新株引受権等処分総代金

及び新株引受権等買入総代金には、日

証金が入札以外の方法により１単位に

満たない数の新株式の新株引受権等を
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等を処理した場合の当該処理代金を含

むものとする。 
    ２．～４． （略） 
５．算出した経過配当金又は引受権価額

に銭位未満の端数が生じた場合には、

これを四捨五入する。ただし、引受権

価額に当該銘柄の売買単位の株式の数

を乗じて得た金額について円位未満の

端数が生じる場合には、算出した引受

権価額に売買単位の株式の数を乗じて

得た金額について生じる円位未満の端

数を四捨五入し、これを売買単位の株

式の数で除して得た金額を引受権価額

とする。 
    ６．～８． （略） 
 

付 則 

 この改正規則は、平成１３年１０月１日から施

行する。 

 

 

処理した場合の当該処理代金を含むも

のとする。 
    ２．～４． （略） 
５．算出した経過配当金又は引受権価額

に銭位未満の端数が生じた場合には、

これを四捨五入する。ただし、引受権

価額に当該銘柄の１単位の株式の数を

乗じて得た金額について円位未満の端

数が生じる場合には、算出した引受権

価額に１単位の株式の数を乗じて得た

金額について生じる円位未満の端数を

四捨五入し、これを１単位の株式の数

で除して得た金額を引受権価額とす

る。 
    ６．～８． （略） 
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制度信用銘柄及び貸借銘柄の選定に関する規則の一部改正新旧対照表 

新 旧 

（制度信用銘柄の選定基準） 

第２条 上場株券（既に制度信用銘柄に選定され

ているものを除く。）が、次の各号に適合する

場合は、これを制度信用銘柄に選定するものと

する。 

（１） 上場株式数（優先出資証券の場合は上

場優先出資口数をいう。以下同じ。）が２，

０００単位（１単位は、単元株制度を採用す

る場合には１単元の株式の数（商法２２１条

第１項の規定に基づき会社が定めている１単

元の株式の数をいう。以下同じ。）をいい、

単元株制度を採用しない場合には１株をい

い、優先出資証券にあっては１口をいう。以

下同じ。）以上の銘柄であるとき。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （２） 株式（優先出資を含む。以下同じ。）

の分布状況が次のａ及びｂに適合する銘柄で

あるとき。 

   ａ 少数特定者持株数（大株主上位１０名

（明らかに固定的所有でないと認められ

る株式（株券上場審査基準の取扱い２.

（２）ａの（ａ）に規定する株式をい

う。）を除き、所有株式数の多い順に１

０名の株主（優先出資者を含む。以下同

じ。）をいう。以下同じ。）及び特別利

害関係者（株券上場審査基準第４条第１

項第２号ａに規定する者をいう。以下同

じ）が所有する株式の総数に上場会社

（制度信用銘柄の選定基準） 

第２条 上場株券（既に制度信用銘柄に選定され

ているものを除く。）が、次の各号に適合する

場合は、これを制度信用銘柄に選定するものと

する。 

（１） 上場株式数（上場有価証券の発行者の

会社情報の適時開示等に関する規則第６条に

規定する上場株式数をいい、優先出資証券の

場合は上場優先出資口数をいう。以下同

じ。）が 200 万株（１単位の株式の数（商法

等の一部を改正する法律（昭和５６年法律第

７４号）附則第１６条第１項の規定に基づき

会社が定めた１単位の株式の数をいう。以下

同じ。）が 1,000 株以外の場合には、200 万

株に当該１単位の株式の数の 1,000 分の１を

乗じて得た株式数に読み替え、単位株制度の

適用を受けない場合には、200 万株に 1,000

分の１を乗じて得た株式数に読み替え、優先

出資証券の場合には、200 万株と同数の優先

出資口数に、1,000 分の 1 を乗じて得た口数

に読み替える。以下この規則における株式数

については、それぞれこれに準じて読み替え

るものとする。）以上の銘柄であるとき。  

 （２） 株式（優先出資を含む。以下同じ。）

の分布状況が次のａ及びｂに適合する銘柄で

あるとき。 

   ａ 少数特定者持株数（大株主上位１０名

（明らかに固定的所有でないと認められ

る株式（株券上場審査基準の取扱い２.

（２）ａの（ａ）に規定する株式をい

う。）を除き、所有株式数の多い順に１

０名の株主（優先出資者を含む。以下同

じ。）をいう。以下同じ。）及び特別利

害関係者（株券上場審査基準第４条第１

項第２号ａに規定する者をいう。以下同

じ）が所有する株式の総数をいう。以下



- 76 - 

（上場株券の発行者をいう。以下同

じ。）が所有する自己株式数を加えた株

式数をいう。以下同じ。）が、上場株式

数の８０％以下であるとき。 

ｂ 株主数（大株主上位１０名、特別利害関

係者及び上場会社が自己株式を所有してい

る場合には当該上場会社を除く１単位以上

の株式を所有する株主の数をいう。以下同

じ。）が、300 人以上であるとき。 

 

 

（３）～（６）  （略） 

 （７） 株券上場廃止基準の取扱い１．（８）

ｆに定める猶予期間内にある銘柄以外の銘柄

であるとき。 

（８） （略） 

（９） その他制度信用銘柄として適当でない

と認められる銘柄以外の銘柄であるとき。  

 

２ 株券上場審査基準の取扱い２．(１)ｂ前段の

規定は前項第１号に規定する上場株式数につい

て、株券上場審査基準の取扱い２．(２)ａの

(ｂ)、(ｃ)、(ｅ)及び同ｄの規定は前項第２号

に規定する少数特定者持株数及び株主数につい

て、株券上場審査基準の取扱い２．(５)ｄ、ｆ

前段、ｇ及びｈの規定は前項第３号に規定する

利益の額について、株券上場審査基準の取扱い

２．（４）ｄ及びｅ並びに株券上場廃止基準の

取扱い１．(４)ｂの規定は前項第４号に規定す

る株主資本（純資産）の額について、それぞれ

準用する（優先出資証券にあっては、株券上場

審査基準の取扱い２.（1）ｂ前段並びに同取扱

い２.（2）ａの（ｂ）及び（ｃ）の規定を除

く。）。この場合において、株券上場審査基準

の取扱い２．（１）ｂ前段中「上場日において

見込まれる上場申請に係る」とあるのは「選定

日における」と、株券上場審査基準の取扱い

２．（１）ｂ前段、同取扱い２．（２）ａの

（ｂ）、（ｃ）及び（ｅ）、同ｄ、同取扱い

同じ。）が、上場株式数の８０％以下で

あるとき。 

 

 

   ｂ 株主数（大株主上位１０名及び特別利

害関係者を除く１単位の株式の数（単位

株制度の適用を受けない場合には、１株

とし、優先出資証券の場合には、優先出

資１口とする。）以上の株式を所有する

株主の数をいう。以下同じ。）が、300

人以上であるとき。 

（３）～（６）  （略） 

（新設） 

 

 

（７） （略） 

（８） 売買状況等からみて制度信用銘柄とし

て適当でないと認められる銘柄以外の銘柄で

あるとき。       

２ 株券上場審査基準の取扱い２．(１)ｂ前段の

規定は前項第１号に規定する上場株式数につい

て、株券上場審査基準の取扱い２．(２)ａの

(ｃ)、(ｄ)、(ｆ)及び同ｄの規定は前項第２号

に規定する少数特定者持株数及び株主数につい

て、株券上場審査基準の取扱い２．(５)ｄ及び

ｈの規定は前項第３号に規定する利益の額につ

いて、株券上場廃止基準の取扱い１．(４)ｂの

規定は前項第４号に規定する株主資本（純資

産）の額について、それぞれ準用する（優先出

資証券にあっては、株券上場審査基準の取扱い

２.（1）ｂ前段、同取扱い２.（2）ａのｃ及び

（ｄ）の規定を除く。）。この場合において、

株券上場審査基準の取扱い２．(５)ｈ中「新規

上場申請者」とあるのは「上場会社」と読み替

えるものとする。 
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２．（４）ｄ及びｅ並びに同取扱い２．（５）

ｆ前段、ｇ及びｈまでの規定中「新規上場申請

者」とあるのは「上場会社」と読み替えるもの

とする。 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 審査対象決算期後から第４条第１項及び第３

項（第４条第１項に係るものに限る。）に定め

る日の属する月の前々月の末日までに公募若し

くは売出し又は数量制限付分売（業務規程第３

０条又は国内の他の証券取引所の規則により定

める立会外分売であって、５０単位未満の範囲

内で買付申込数量に限度を設けて行ったものを

いう。以下同じ。）を行った上場会社であっ

て、当該期間内に当該公募若しくは売出しの内

容又は数量制限付分売の結果について証する書

面を提出したものについて適用するものとし、

少数特定者持株数及び株主数については、次の

各号に定めるところにより取り扱うものとす

る。この場合において、審査対象決算期におけ

る上場株式数に当該公募に係る株式数を加算し

た株式数を、審査対象決算期における上場株式

数とみなすものとする。 

 

 

 

 

３ 上場会社が、審査対象決算期後４か月以内

に、１株を１.５株以上に分割する株式分割

（同時に１単位の株式の数の多い数への変更を

行っている場合には、実質的に１株が１.５株

以上に分割されたと認められるものに限る。）

若しくは１単位の株式の数の２分の１以下への

変更を行った場合又は選定の時期までに行うこ

とを決議した場合において、当該期間内に株主

等について本所の定める事項を記載した書類を

提出したときは、審査対象決算期における単位

未満株式のみを所有する株主（単位株制度の適

用を受けない場合には、端株原簿のみに記載の

ある端株主）のうち、当該株式分割又は１単位

の株式の数の変更により１単位の株式の数以上

の株式を所有する株主（単位株制度の適用を受

けない場合には、株主）となるべき者の数は、

審査対象決算期における株主数に加算すること

ができるものとする。 

４ 審査対象決算期後４か月以内に公募若しくは

売出し又は数量制限付分売（業務規程第３０条

又は国内の他の証券取引所の規則により定める

立会外分売であって、５万株未満の範囲内で買

付申込数量に限度を設けて行ったものをいう。

以下同じ。）を行った上場会社であって、当該

期間内に当該公募若しくは売出しの内容又は数

量制限付分売の結果について証する書面を提出

したものについて適用するものとし、少数特定

者持株数及び株主数については、次の各号に定

めるところにより取り扱うものとする。この場

合において、審査対象決算期における上場株式

数に当該公募に係る株式数を加算した株式数

を、審査対象決算期における上場株式数とみな

すものとする。 
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（１）～（２） （略） 

４ 第１項の規定にかかわらず、株券上場審査基

準第４条第３項第１号若しくは第２号又は第６

条第２項の規定の適用を受けて上場される株券

（これらの規定に定める行為の当事者の発行す

る株券が制度信用銘柄である場合に限る。）に

対する最初の選定審査においては、次の各号に

適合するときに、これを制度信用銘柄に選定す

るものとする。 

（１） 第１項第１号、第７号及び第９号に適

合する銘柄であるとき。 

（２） （略） 

（削る） 

 

 

５ 第１項の規定にかかわらず、制度信用銘柄で

ない上場会社が、制度信用銘柄である上場会社

を吸収合併する場合又は制度信用銘柄である上

場会社を完全子会社とする株式交換を行う場合

における当該制度信用銘柄でない上場会社の株

券に対する合併又は株式交換の後最初の選定審

査においては、次の各号に適合するときに、こ

れを制度信用銘柄に選定するものとする。 

（１） 第１項第１号、第５号、第６号、第８

号及び第９号に適合する銘柄であるとき。 

（２） （略） 

６ 

 

（貸借銘柄の選定基準） 

第３条 制度信用銘柄（既に貸借銘柄に選定され

ているものを除く。以下同じ。）のうち地場銘

柄（九州・山口及び沖縄に本社又は主要事業所

を有する銘柄をいう。以下同じ。）が、次の各

号に適合する場合は、これを貸借銘柄に選定す

るものとする。 

（１） （略） 

 （２） 上場株式数が１万単位以上の銘柄であ

るとき。 

（３） （略）      

（１）～（２） （略） 

５ 第１項の規定にかかわらず、株券上場審査基

準第４条第３項第１号若しくは第２号又は第６

条第２項の規定の適用を受けて上場される株券

（これらの規定に定める行為の当事者の発行す

る株券が制度信用銘柄である場合に限る。）に

対する最初の選定審査においては、次の各号に

適合するときに、これを制度信用銘柄に選定す

るものとする。 

（１） 上場株式数が株券上場審査基準第４条

第１項第１号に適合する銘柄であるとき。 

（２） （略） 

（３） 売買状況表等からみて制度信用銘柄と

して適当でないと認められる銘柄以外の銘柄

であるとき。 

６ 第１項の規定にかかわらず、制度信用銘柄で

ない上場会社が、制度信用銘柄である上場会社

を吸収合併する場合又は制度信用銘柄である上

場会社を完全子会社とする株式交換を行う場合

における当該制度信用銘柄でない上場会社の株

券に対する合併又は株式交換の後最初の選定審

査においては、次の各号に適合するときに、こ

れを制度信用銘柄に選定するものとする。 

（１） 上場株式数が株券上場審査基準第４条

第１項第１号に適合する銘柄であるとき。 

（２） （略） 

７ （略） 

 

（貸借銘柄の選定基準） 

第３条 制度信用銘柄（既に貸借銘柄に選定され

ているものを除く。以下同じ。）のうち地場銘

柄（九州・山口及び沖縄に本社又は主要事業所

を有する銘柄をいう。以下同じ。）が、次の各

号に適合する場合は、これを貸借銘柄に選定す

るものとする。 

（１） （略） 

 （２） 上場株式数が、１，０００万株以上の

銘柄であるとき。 

 （３） （略）      
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（４） 各銘柄の決算期を含む月の翌々月の末

日からさかのぼって原則として６か月間にお

ける売買高が次のａ又はｂに適合する銘柄で

あるとき。 
ａ 本所の市場における月平均売買高（当該

銘柄の市場内売買の売買高合計の月割高を

いう。以下同じ。）が５単位以上であると

き。 

  ｂ 本所及び国内の他の証券取引所に上場さ

れている株券について、本所及び当該他の

証券取引所における月平均売買高の合計が

１０単位以上であるとき。 

 （５）～（８） （略） 

 （９） 株券上場廃止基準の取扱い１．（８）

ｆに定める猶予期間内にある銘柄以外の銘柄

であるとき。 

（10） （略） 

（11） 貸株調達可能量からみて貸借銘柄とし

て適当でないと認められる銘柄以外の銘柄で

あるとき。 

（12） その他貸借銘柄として適当でないと認

められる銘柄以外の銘柄であるとき。 

２ 株券上場審査基準の取扱い２．(１)ｂ前段の

規定は前項第２号に規定する上場株式数につい

て、株券上場廃止基準の取扱い１．（３）ｄの

規定は前項第４号に規定する売買高について、

株券上場審査基準の取扱い２．(２)ａの(ｂ)、

(ｃ)、(ｅ)及び（ｆ）、同ｄの規定は前項第３

号に規定する少数特定者持株数及び株主数につ

いて、株券上場審査基準の取扱い２．(５)ｄ、

ｆ前段、ｇ及びｈの規定は前項第５号に規定す

る利益の額について、株券上場審査基準の取扱

い２．(４)ｄからｆまで及び株券上場廃止基準

の取扱い１．(４)ｂの規定は前項第６号に規定

する株主資本（純資産）の額について、それぞ

れ準用する（優先出資証券にあっては、株券上

場審査基準の取扱い２.（1）ｂ前段並びに同取

扱い２.（2）ａの（ｂ）及び（ｃ）の規定を除

く。）。この場合において、株券上場審査基準

 （４） 各銘柄の決算期を含む月の翌々月の末

日からさかのぼって６か月間における売買高

が次のａ又はｂに適合する銘柄であるとき。 

   

ａ 本所の市場における月平均売買高（当該

銘柄の市場内売買の売買高合計の月割高を

いう。以下同じ。）が５千株以上であると

き。 

ｂ 本所及び国内の他の証券取引所に上場さ

れている株券について、本所及び当該他の

証券取引所における月平均売買高の合計が

１万株以上であるとき。 

 （５）～（８） （略） 

（新設） 

 

 

（９） （略） 

 （10） 貸株調達可能量又は売買状況等からみ

て貸借銘柄として適当でないと認められる銘

柄以外の銘柄であるとき。 

 （新設） 

 

２ 株券上場審査基準の取扱い２．(１)ｂ前段の

規定は前項第２号に規定する上場株式数につい

て、株券上場審査基準の取扱い２．(２)ａの

(ｃ)、(ｄ)、(ｆ)、（ｇ）及び同ｄの規定は前

項第３号に規定する少数特定者持株数及び株主

数について、株券上場審査基準の取扱い２．

(５)ｄ及びｈの規定は前項第５号に規定する利

益の額について、株券上場審査基準の取扱い

２．(４)ｆ及び株券上場廃止基準の取扱い１．

(４)ｂの規定は前項第６号に規定する株主資本

（純資産）の額について、それぞれ準用する

（優先出資証券にあっては、株券上場審査基準

の取扱い２.（1）ｂ前段、同取扱い２.（2）ａ

のｃ及び（ｄ）の規定を除く。）。この場合に

おいて、株券上場審査基準の取扱い２．(４)ｆ

及び同取扱い２．(５)ｈ中「新規上場申請者」

とあるのは「上場会社」と読み替えるものとす
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の取扱い２．（１）ｂ前段中「上場日において

見込まれる上場申請に係る」とあるのは「選定

日における」と、同取扱い２．（２）ａの

(ｂ)、(ｃ)及び(ｅ)、同ｄ、同取扱い２．(４)

ｄからｆまで並びに同取扱い２．（５）ｆ前

段、ｇ及びｈまでの規定中「新規上場申請者」

とあるのは「上場会社」と、株券上場廃止基準

の取扱い１．（３）ｄ中「ｂに規定する日から

さかのぼって 1 年以内」とあるのは「審査対象

決算期を含む月の翌々月の末日からさかのぼっ

て原則として６か月以内」と読み替えるものと

する。 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 審査対象決算期後から第４条第１項及び第３

項（第４条第１項に係るものに限る。）に定め

る日の属する月の前々月の末日までに公募若し

くは売出し又は数量制限付分売（業務規程第３

２条又は国内の他の証券取引所の規則により定

める立会外分売であって、５０単位未満の範囲

内で買付申込数量に限度を設けて行ったものを

いう。以下同じ。）を行った上場会社であっ

て、当該期間内に当該公募若しくは売出しの内

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 上場会社が、審査対象決算期後４か月以内

に、１株を１．５株以上に分割する株式分割

（同時に１単位の株式の数の多い数への変更を

行っている場合には、実質的に１株が１．５株

以上に分割されたと認められるものに限る。）

若しくは１単位の株式の数の２分の１以下への

変更を行った場合又は選定の時期までに行うこ

とを決議した場合において、当該期間内に株主

等について本所の定める事項を記載した書類を

提出したときは、審査対象決算期における単位

未満株式のみを所有する株主（単位株制度の適

用を受けない場合には、端数原簿のみに記載の

ある端株主）のうち、当該株式分割又は１単位

の株式の数の変更により１単位の株式の数以上

の株式を所有する株主（単位株制度の適用を受

けない場合には、株主）となるべき者の数は、

審査対象決算期における株主数に加算すること

ができるものとする。 

４ 審査対象決算期後４か月以内に公募若しくは

売出し又は数量制限付分売（業務規程第３２条

又は国内の他の証券取引所の規則により定める

立会外分売であって、５万株未満の範囲内で買

付申込数量に限度を設けて行ったものをいう。

以下同じ。）を行った上場会社であって、当該

期間内に当該公募若しくは売出しの内容又は数

量制限付分売の結果について証する書面を提出

したときは、少数特定者持株数及び株主数につ
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容又は数量制限付分売の結果について証する書

面を提出したときは、少数特定者持株数及び株

主数については、次の各号に定めるところによ

り取り扱うものとする。この場合において、審

査対象決算期における上場株式数に当該公募に

係る株式数を加算した株式数を、審査対象決算

期における上場株式数とみなすものとする。 

 （１）～（２） （略） 

４ 第１項の規定にかかわらず、国内の他の証券

取引所に上場された株券で当該他の証券取引所

において上場と同時に市場第一部銘柄に指定さ

れた地場銘柄又は上場優先出資証券口数が 10 万

口以上である優先出資証券に対する上場後最初

の選定審査（第７項の規定の適用を受ける場合

を除く。）においては、国内の他の証券取引所

に上場された株券で当該他の証券取引所におい

て上場と同時に市場第一部銘柄に指定された地

場銘柄については、第１項第７号から第 12 号ま

での各号、上場優先出資証券口数が 10 万口以上

である優先出資証券については、第 1 項第 3 号

及び第 7号から第 12 号までの各号に適合する場

合に、これを貸借銘柄に選定するものとする。 

５ 第１項の規定にかかわらず、株券上場審査基

準第４条第３項第１号若しくは第２号又は第６

条第２項の規定の適用を受けて上場される株券

（これらの規定に定める行為の当事者の発行す

る株券が貸借銘柄である場合に限る。）に対す

る最初の選定審査においては、次の各号に適合

するときに、これを貸借銘柄に選定するものと

する。 

 （１） 第１項第２号、第９号、第 11 号及び

第 12 号の各号に適合する銘柄であるとき。 

（２） （略） 

 （削る） 

 

 

６ 第１項の規定にかかわらず、貸借銘柄でない

地場銘柄である上場会社が、貸借銘柄である上

場会社を吸収合併する場合又は貸借銘柄である

いては、次の各号に定めるところにより取り扱

うものとする。この場合において、審査対象決

算期における上場株式数に当該公募に係る株式

数を加算した株式数を、審査対象決算期におけ

る上場株式数とみなすものとする。 

 

 

 （１）～（２） （略） 

５ 第１項の規定にかかわらず、国内の他の証券

取引所に上場された株券で当該他の証券取引所

において上場と同時に市場第一部銘柄に指定さ

れた地場銘柄又は上場優先出資証券口数が 10 万

口以上である優先出資証券に対する上場後最初

の選定審査（第８項の規定の適用を受ける場合

を除く。）においては、国内の他の証券取引所

に上場された株券で当該他の証券取引所におい

て上場と同時に市場第一部銘柄に指定された地

場銘柄については、第１項第７号から第 10 号ま

での各号、上場優先出資証券口数が 10 万口以上

である優先出資証券については、第 1 項第 3 号

及び第 7号から第 10 号までの各号に適合する場

合に、これを貸借銘柄に選定するものとする。 

６ 第１項の規定にかかわらず、株券上場審査基

準第４条第３項第１号若しくは第２号又は第６

条第２項の規定の適用を受けて上場される株券

（これらの規定に定める行為の当事者の発行す

る株券が貸借銘柄である場合に限る。）に対す

る最初の選定審査においては、次の各号に適合

するときに、これを貸借銘柄に選定するものと

する。 

 （１） 上場株式数が第１項第２号に適合する

銘柄であるとき。 

（２） （略） 

 （３） 貸株調達可能量からみて貸借銘柄とし

て適当でないと認められる銘柄以外の銘柄で

あるとき。 

７ 第１項の規定にかかわらず、貸借銘柄でない

地場銘柄である上場会社が、貸借銘柄である上

場会社を吸収合併する場合又は貸借銘柄である
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上場会社を完全子会社とする株式交換を行う場

合における当該貸借銘柄でない地場銘柄である

上場会社の株券に対する合併又は株式交換の後

最初の選定審査においては、次の各号に適合す

るときに、これを貸借銘柄に選定するものとす

る。 

 （１） 第１項第２号、第７号、第８号及び第

10 号から第 12 号の各号に適合する銘柄であ

るとき。 

 （２） （略） 

 （削る） 

 

 

７ 第１項の規定にかかわらず、国内の他の証券

取引所に上場されていた若しくは上場されてい

る株券（以下「他市場上場銘柄」という。）又

は日本証券業協会に登録されていた株券(以下

｢店頭登録銘柄｣という。)が地場銘柄である場

合における当該銘柄に対する上場後最初の選定

審査においては、次の各号に適合するときに、

これを貸借銘柄に選定するものとする。 

 （１） （略） 

（２） 第１項第２号、第３号及び第７号から

第 12 号までの各号（国内の他の証券取引所

に上場された株券で当該他の証券取引所にお

いて上場と同時に市場第一部銘柄に指定され

た銘柄については、第１項第２号及び第７号

から第 12 号までの各号、上場優先出資証券

口数が 10 万口以上である優先出資証券につ

いては、第 1 項第 3 号及び第 7 号から第 12

号までの各号）に適合する銘柄であるとき。 

 （３） 当該銘柄の上場日を含む月の前月の末

日からさかのぼって原則として６か月間にお

ける売買高等が、次のａ又はｂに掲げる銘柄

の区分に従い、当該ａ又はｂに適合する銘柄

であるとき。 

  ａ 他市場上場銘柄 

     他の証券取引所のいずれかにおける月

平均売買高が 10単位以上であるとき。 

上場会社を完全子会社とする株式交換を行う場

合における当該貸借銘柄でない地場銘柄である

上場会社の株券に対する合併又は株式交換の後

最初の選定審査においては、次の各号に適合す

るときに、これを貸借銘柄に選定するものとす

る。 

 （１） 上場株式数が第１項第２号に適合する

銘柄であるとき。 

 

 （２） （略） 

 （３） 貸株調達可能量からみて貸借銘柄とし

て適当でないと認められる銘柄以外の銘柄で

あるとき。 

８ 第１項の規定にかかわらず、国内の他の証券

取引所に上場されていた若しくは上場されてい

る株券（以下「他市場上場銘柄」という。）又

は日本証券業協会に登録されていた株券(以下

｢店頭登録銘柄｣という。)が地場銘柄である場

合における当該銘柄に対する上場後最初の選定

審査においては、次の各号に適合するときに、

これを貸借銘柄に選定するものとする。 

 （１） （略） 

（２） 第１項第２号、第３号及び第７号から

第 10 号までの各号（国内の他の証券取引所

に上場された株券で当該他の証券取引所にお

いて上場と同時に市場第一部銘柄に指定され

た銘柄については、第１項第２号及び第７号

から第 10 号までの各号、上場優先出資証券

口数が 10 万口以上である優先出資証券につ

いては、第 1 項第 3 号及び第 7 号から第 10

号までの各号）に適合する銘柄であるとき。 

 （３） 当該銘柄の上場日を含む月の前月の末

日からさかのぼって原則として６か月間にお

ける売買高等が、次のａ又はｂに掲げる銘柄

の区分に従い、当該ａ又はｂに適合する銘柄

であるとき。 

  ａ 他市場上場銘柄 

     他の証券取引所のいずれかにおける月

平均売買高が１万株以上であるとき。 
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ｂ 店頭登録銘柄 

     月平均売買高（日本証券業協会が公表

した当該銘柄の売買高合計の月割高をい

う。）が、10単位以上であるとき。 

８ （略） 

 

（選定の時期） 

第４条 （略） 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる

制度信用銘柄及び貸借銘柄の選定は、当該各号

に定める日に行う。 

（１） （略） 

（２） 第３条第４項の規定による貸借銘柄の

選定 

   当該銘柄の上場日の翌月の応当日（応当日

がないときはその月の末日とし、応当日が休

業日に当たるときは順次繰り下げる。） 

（３） 第２条第４項の規定による制度信用銘

柄の選定及び第３条第５項の規定による貸借

銘柄の選定 

   当該銘柄が上場された日 

（４） 第２条第５項の規定による制度信用銘

柄の選定及び第３条第６項の規定による貸借

銘柄の選定 

合併又は株式交換により発行される株券が

上場された日 

（５） 第３条第７項の規定による貸借銘柄の

選定 

   当該銘柄の上場後最初の約定値段が決定さ

れた日（国内の他の証券取引所と同時に新規

上場された銘柄は、他の証券取引所で約定値

段が決定された場合を含む。以下同じ。）の

翌日（休業日に当たるときは、順次繰り下げ

る。） 

（６） 第２条第６項の規定による制度信用銘

柄の選定 

  ａ～ｂ （略） 

３ 第１項並びに第２項第２号及び第５号の制度

信用銘柄の選定及び貸借銘柄の選定は、これら

ｂ 店頭登録銘柄 

     月平均売買高（日本証券業協会が公表

した当該銘柄の売買高合計の月割高をい

う。）が、１万株以上であるとき。 

９ （略） 

 

（選定の時期） 

第４条 （略） 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる

制度信用銘柄及び貸借銘柄の選定は、当該各号

に定める日に行う。 

（１） （略） 

（２） 前条第５項の規定による貸借銘柄の選

定 

   当該銘柄の上場日の翌月の応当日（応当日

がないときはその月の末日とし、応当日が休

業日に当たるときは順次繰り下げる。） 

（３） 第２条第５項の規定による制度信用銘

柄の選定及び前条第６項の規定による貸借銘

柄の選定 

   当該銘柄が上場された日 

（４） 第２条第６項の規定による制度信用銘

柄の選定及び前条第７項の規定による貸借銘

柄の選定 

   合併又は株式交換により発行される株券が

上場された日 

（５） 前条第８項の規定による貸借銘柄の選

定 

   当該銘柄の上場後最初の約定値段が決定さ

れた日（国内の他の証券取引所と同時に新規

上場された銘柄は、他の証券取引所で約定値

段が決定された場合を含む。以下同じ。）の

翌日（休業日に当たるときは、順次繰り下げ

る。 
（６） 第２条第７項の規定による制度信用銘

柄の選定 

  ａ～ｂ （略） 

（新設） 
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の規定に定める日のほか、その翌日からその翌

月の応当日までの間にそれぞれ行うことができ

る。 

 

（制度信用銘柄の選定取消基準） 

第５条 制度信用銘柄が、次の各号のいずれかに

該当する場合は、制度信用銘柄の選定を取り消

すものとする。 

（１） 上場株式数が２，０００単位に満たな

い銘柄であるとき。 

 （２）～（３） （略） 

（４） その他制度信用銘柄として適当でない

と認められる銘柄であるとき。 

２ 株券上場廃止基準の取扱い１．(１)ａ及びｃ

の規定は、前項第１号に規定する上場株式数の

取扱いについて、株券上場廃止基準の取扱い

１．(２)ｅの規定は、前項第２号ａに規定する

少数特定者持株数の算定について、株券上場審

査基準の取扱い２．(２)ａの(ｂ)及び(ｃ)の規

定は、前項第２号に規定する少数特定者持株数

及び株主数について、株券上場審査基準の取扱

い２．(２)ａの(ｄ)並びに株券上場廃止基準の

取扱い１．(２)ｅの規定は、前項第２号ｂに規

定する株主数について準用する（優先出資証券

にあっては、株券上場審査基準の取扱い２．

（２）ａの（ｂ）及び（ｃ）の規定を除

く。）。この場合において、株券上場審査基準

の取扱い２．（２）ａの（ｂ）及び（ｃ）中

「新規上場申請者」とあるのは「上場会社」と

読み替えるものとする。 

３ （略） 

 

（貸借銘柄の選定取消基準） 

第６条 上場銘柄のうち地場銘柄である貸借銘柄

が、次の各号のいずれかに該当する場合は、貸

借銘柄の選定を取り消すものとする。 

 （１） 上場株式数が１万単位に満たない銘柄

であるとき。 

 （２） 株式の分布状況が次のａ又はｂのいず

 

 

 

 

（制度信用銘柄の選定取消基準） 

第５条 制度信用銘柄が、次の各号のいずれかに

該当する場合は、制度信用銘柄の選定を取り消

すものとする。 

（１） 上場株式数が２００万株に満たない銘

柄であるとき。 

（２）～（３） （略） 

（４） 売買状況等からみて制度信用銘柄とし

て適当でないと認められる銘柄であるとき。 

２ 株券上場廃止基準の取扱い１．(１)ｂ及びｃ

の規定は、前項第１号に規定する上場株式数の

取扱いについて、株券上場廃止基準の取扱い

１．(２)ｅの規定は、前項第２号ａに規定する

少数特定者持株数の算定について、株券上場審

査基準の取扱い２．(２)ａの(ｃ)及び(ｄ)の規

定は、前項第２号に規定する少数特定者持株数

及び株主数について、株券上場審査基準の取扱

い２．(２)ａの(ｅ)並びに株券上場廃止基準の

取扱い１．(２)ｅ、ｊ及び k の規定は、前項第

２号ｂに規定する株主数について準用する。 

 

 

 

 

 

 

３ （略） 

 

（貸借銘柄の選定取消基準） 

第６条 上場銘柄のうち地場銘柄である貸借銘柄

が、次の各号のいずれかに該当する場合は、貸

借銘柄の選定を取り消すものとする。 

 （１） 上場株式数が１，０００万株に満たな

い銘柄であるとき。 

 （２） 株式の分布状況が次のａ又はｂに該当
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れかに該当する銘柄であるとき。 

  ａ～ｂ （略） 

 （３） （略） 

（４） その他貸借銘柄として適当でないと認

められる銘柄であるとき。 

２ 株券上場廃止基準の取扱い１．(１)ａ及びｃ

の規定は、前項第１号に規定する上場株式数の

取扱いについて、株券上場廃止基準の取扱い

１．(２)ｅの規定は、前項第２号ａに規定する

少数特定者持株数の算定について、株券上場審

査基準の取扱い２．(２)ａの(ｂ)及び(ｃ)の規

定は、前項第２号に規定する少数特定者持株数

及び株主数について、株券上場審査基準の取扱

い２．(２)ａの(ｄ)並びに株券上場廃止基準の

取扱い１．(２)ｅの規定は、前項第２号ｂに規

定する株主数について準用する（優先出資証券

にあっては、株券上場審査基準の取扱い２．

（２）ａの（ｂ）及び（ｃ）の規定を除

く。）。この場合において、株券上場審査基準

の取扱い２．（２）ａの（ｂ）及び（ｃ）中

「新規上場申請者」とあるのは「上場会社」と

読み替えるものとする。 

３ （略） 

 

（選定取消基準の特例） 

第７条 第５項第１項及び第６条第１項の規定に

かかわらず、制度信用銘柄又は貸借銘柄が第５

条第１項第２号又は第６条第１項第２号に該当

するときは、原則として該当した決算期の翌日

から起算して１か年目の日（当該銘柄の株券が

機構取扱株券である場合であって、決算期の変

更により当該１か年目の日が当該株券の発行者

の決算期に当たらないときは、当該１か年目の

日後最初に到来する決算期）までの期間（以下

「猶予期間」という。）を通じてこれらの規定

に該当したと認められる場合を除き、制度信用

銘柄及び貸借銘柄の選定の取消しは行わない。 

２ 株券上場廃止基準の取扱い１．(２)ｄ、ｉ、

ｊ、ｋ及びｌの規定は、第５条第１項第２号及

する銘柄であるとき。 

  ａ～ｂ （略） 

 （３） （略） 

 （４） 売買状況等からみて貸借銘柄として適

当でないと認められる銘柄であるとき。 

２ 株券上場廃止基準の取扱い１．(１)ｂ及びｃ

の規定は、前項第１号に規定する上場株式数の

取扱いについて、株券上場廃止基準の取扱い

１．(２)ｅの規定は、前項第２号ａに規定する

少数特定者持株数の算定について、株券上場審

査基準の取扱い２．(２)ａの(ｃ)及び(ｄ)の規

定は、前項第２号に規定する少数特定者持株数

及び株主数について、株券上場審査基準の取扱

い２．(２)ａの(ｅ)並びに株券上場廃止基準の

取扱い１．(２)ｅの規定は、前項第２号ｂに規

定する株主数について準用する。 

 

 

 

 

 

 

３ （略） 

 

（選定取消基準の特例） 

第７条 第５項第１項及び前条第１項の規定にか

かわらず、制度信用銘柄又は貸借銘柄が第５条

第１項第２号又は前条第１項第２号に該当する

ときは、原則として該当した決算期の翌日から

起算して１か年目の日（当該銘柄の株券が機構

取扱株券である場合であって、決算期の変更に

より当該１か年目の日が当該株券の発行者の決

算期に当たらないときは、当該１か年目の日後

最初に到来する決算期）までの期間（以下「猶

予期間」という。）を通じてこれらの規定に該

当したと認められる場合を除き、制度信用銘柄

及び貸借銘柄の選定の取消しは行わない。 

２ 株券上場廃止基準の取扱い１．(２)ｄ、ｉ、

ｊ、ｋ、ｌ及びｍの規定は、第５条第１項第２
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び前６条第１項第２号に該当し、猶予期間に入

った制度信用銘柄又は貸借銘柄について準用す

る。 

 

（選定取消しの時期） 

第８条 （略） 

２ 猶予期間を通じて第５条第１項第２号又は第

６条第１項第２号に該当したと認められる場合

の制度信用銘柄及び貸借銘柄の選定の取消し

は、当該猶予期間の最終日の属する月の翌月か

ら起算して５か月目の月の初日に行う。ただ

し、前条第２項において準用する株券上場廃止

基準の取扱い１．(２)ｊ及びｋに定める決議を

行った銘柄のうち、本所が当該５か月目の月の

初日に選定取消しを行うことが適当でないと認

めた銘柄については、本所がその都度定める日

とする。 

３ （略） 

 

（選定又は選定取消しの資料） 

第９条 （略） 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる

規定による選定又は選定の取消しについては、

当該各号に掲げる資料によるものとする。 

 （１） 第２条第１項第２号及び第４項第２号

並びに第３条第１項第３号及び第６項第２号 

上場会社から提出される有価証券報告書

（新規上場申請者が国内の他の証券取引所に

上場されている株券の発行者又は日本証券業

協会に登録されている株券の発行者以外であ

る場合には、上場申請のための有価証券報告

書）又は上場有価証券の発行者の会社情報の

適時開示等に関する規則の取扱い 11．ａの

規定により上場会社から提出される株式の分

布状況表等 

（２） （略） 

 （３） 第２条第４項第２号及び第３条第５項

第２号 

   有価証券上場規程第３条第３項第１号ｂの

号及び前条第１項第２号に該当し、猶予期間に

入った制度信用銘柄又は貸借銘柄について準用

する。 

 

（選定取消しの時期） 

第８条 （略） 

２ 猶予期間を通じて第５条第１項第２号又は第

６条第１項第２号に該当したと認められる場合

の制度信用銘柄及び貸借銘柄の選定の取消し

は、当該猶予期間の最終日の属する月の翌月か

ら起算して５か月目の月の初日に行う。ただ

し、前条第２項において準用する株券上場廃止

基準の取扱い１．(２)ｌに定める決議を行った

銘柄のうち、本所が当該５か月目の月の初日に

選定取消しを行うことが適当でないと認めた銘

柄については、本所がその都度定める日とす

る。 

３ （略） 

 

（選定又は選定取消しの資料） 

第９条 （略） 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる

規定による選定又は選定の取消しについては、

当該各号に掲げる資料によるものとする。 

 （１） 第２条第１項第２号及び第５項第２号

並びに第３条第１項第３号及び第７項第２号 

上場会社から提出される有価証券報告書

（新規上場申請者が国内の他の証券取引所に

上場されている株券の発行者又は日本証券業

協会に登録されている株券の発行者以外であ

る場合には、上場申請のための有価証券報告

書）又は上場有価証券の発行者の会社情報の

適時開示等に関する規則の取扱い 11．ａの規

定により上場会社から提出される株式の分布

状況表等 

 （２） （略） 

 （３） 第２条第５項第２号及び第３条第６項

第２号 

   有価証券上場規程第３条第３項第１号ｂの
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規定により提出される「上場申請日以後にお

ける株式分布状況に関する予定書」 

 （４） （略） 

 

平成３年１１月２９日改正付則 

１～５ （略） 

６ 第２条第１項第３号ａ及び第４条第１項第２

号ａに規定する「少数特定者持株数」は、当分

の間、「所有株式数の多い順に１０名の株主が

所有する株式（明らかに固定的所有でないと認

められる株式を除く。）及び役員が所有する株

式の総数に上場会社が所有する自己株式を加え

た株式数」をいうものとする。 
７ （略） 
８ 第２条第１項第３号ｂ及び第４条第１項第２

号ｂに規定する「株主数」は、当分の間、「所

有株式数の多い順に１０名の株主（明らかに固

定的所有でないと認められる株式を所有する者

を除く。）及び役員並びに上場会社が自己株式

を所有している場合には当該上場会社を除く１

単位の株式の数以上の株式を所有する株主の

数」をいうものとする。  
９～１１ （略） 

 

平成１２年１０月２０日改正付則 

１ （略） 
２ 上場株式数が１０万単位以上の場合における

第３条第１項第３号ａの規程の適用については、

当分の間、当該規定中「上場株式数の７５％」と

あるのは、上場株式数が１０万単位以上１８万単

位未満の場合にあっては、「上場株式数の７５％

の数又は上場株式数の９２.５％に当たる株式数か
ら２万２，５００単位の株式数を減じて得た数の

いずれか大きい数」とし、上場株式数が１８万単

位以上の場合にあたっては、「上場株式数の８

０％」とする。 

 

平成１３年７月１６日改正付則 

１ （略） 

規定により提出される「上場申請日以後にお

ける株式分布状況に関する予定書」 

 （４） （略） 

 

平成３年１１月２９日改正付則 

１～５ （略） 

６ 第２条第１項第３号ａ及び第４条第１項第２

号ａに規定する「少数特定者持株数」は、当分

の間、「所有株式数の多い順に１０名の株主が

所有する株式（明らかに固定的所有でないと認

められる株式を除く。）及び役員が所有する株

式の総数」をいうものとする。 
 
７ （略） 
８ 第２条第１項第３号ｂ及び第４条第１項第２

号ｂに規定する「株主数」は、当分の間、「所

有株式数の多い順に１０名の株主（明らかに固

定的所有でないと認められる株式を所有する者

を除く。）及び役員を除く１単位の株式の数

（単位株制度の適用を受けていない場合には、

１株）以上の株式を所有する株主の数」をいう

ものとする。  
９～１１ （略） 

 
平成１２年１０月２０日改正付則 

１ （略） 
２ 上場株式数が１億株以上の場合における第３

条第１項第３号ａの規程の適用については、当

分の間、当該規定中「上場株式数の７５％」と

あるのは、上場株式数が１億８,０００万株未満
の場合にあっては、「上場株式数の７５％の数

又は上場株式数の９２.５％に当たる株式数から
２,２５０万株を減じて得た数のいずれか大きい
数」とし、上場株式数が１億８,０００万株以上
の場合にあたっては、「上場株式数の８０％」

とする。 
 

平成１３年７月１６日改正付則 

１ （略） 
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２ 改正後の第２条第２項及び第３条第２項の規

定の適用については、平成 32 年 6 月末日まで

の間においては、これらの規定中「株券上場審

査基準の取扱い２．(５)ｄ、ｆ前段、ｇ及びｈ

の規定」とあるのは「株券上場審査基準の取扱

い２．（５）ｄ、ｆ前段、ｇ及びｈ並びに退職

給付会計基準の適用等に関する有価証券上場規

程に関する取扱い要領の特例１．（２）（利益

の額に係る部分に限る。)及び２．の規定」と

する。 

 

付 則 

１ この改正規定は、平成１３年１０月１日から

施行する。 

２ 前項の規定にかかわらず、改正後の平成３年

１１月２９日改正付則第６項及び第８項の規定

は、商法等の一部を改正する法律（平成１３年

法律第７９号）附則第２条又は第２４条におい

てなお従前の例によるとされた自己株式につい

ては適用しない。 

３ 改正後の第２条第１項第２号及び第３条第１

項第３号の規定は、この改正規定の施行の日

（以下「施行日」という。）以降に上場申請

（予備申請を含む。）を行う新規上場申請者の

株式の分布状況の審査から適用する。 

４ 改正後の第２条第１項第２号及び第３条第１

項第３号の規定は、施行日以降最初に到来する

事業年度の末日に係る株式の分布状況の審査か

ら適用する。 

 

 

２ 改正後の第２条第２項及び第３条第２項の規

定の適用については、平成 32 年 6 月末日まで

の間においては、これらの規定中「株券審査基

準の取扱い２．（５）ｄ及びｈの規定」とある

のは「株券審査基準の取扱い２．(5)ｄ及びｈ

並びに退職給付会計基準の適用等に関する有価

証券上場規程に関する取扱い要領の特例

1.(2)(利益の額に係る部分に限る。)及び２．

の規定」とする。 
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資本準備金をもってする株式の消却に関する有価証券上場規程に関する取扱い要領の特例

を廃止する規則 
 
資本準備金をもってする株式の消却に関する有価証券上場規程に関する取扱い要領の特例

を廃止する。 
 

 
付  則 
 

  この規則は、平成１３年１０月１日から施行する。 
 




